
第２次男女共同参画プランまるがめ　推進状況一覧

（１） （２）（１）がAの場合に記載 （３）
A 取り組みを実施した。 ◎ 効果が大いにあった ア
B 検討は行ったが、実施には至らなかった ○ 効果がある程度あった イ
C 検討も実施もしなかった △ 効果があまりなかった ウ

？ 効果は不明である エ
オ 未定、その他

目標１　男女共同参画社会像の共有

施策（１）広報・啓発活動の展開

説明 説明 説明

B ア
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動
計画に基づいて更なる効果的方策を検討
し、実施していく。

職員課

A

・コミュニティで活動する人権リーダーを養成する
ため、女性の人権・男女共同参画をはじめ、
様々な人権課題について学ぶ講座を実施。
  《人権リーダー数》
    H25：6人/H26：30人/H27：48人

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、各分野での
目指すべき男女共同参画社会に
ついて共有できてきている。

イ
より身近なものとして捉えられるよう、人権
啓発DVDを活用して地域コミュニティへの
広報・啓発を行う。

人権課

A

・企業人権・同和推進協議会総会において、男
女共同参画に関する研修を実施。
・コミュニティで男女共同参画セミナーを実施。
・男女共同参画週間（６／23～29）にあわせて、
広報丸亀で啓発するとともに、パネル展を実施。

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、各分野での
目指すべき男女共同参画社会に
ついて共有できてきている。

ア
引き続き、あらゆる機会をとらえながら、ま
た手段も工夫しながら啓発活動を行ってい
く。

男女共
同参画
室

B エ
市民活
動推進
課

【2】男女共同参画の視
点にたった国際規範・基
準の周知徹底

我が国の男女共同参画施策
が国際的な動きと連動して推
進されてきたことを踏まえ、国
際規範・基準や国際的な男女
共同参画の流れについて周
知に努めます。

B オ
必要性は感じているが、周知するための適
当な機会と方法を具体的に考えられてい
ない。

男女共
同参画
室

A

・市ＨＰ（ご意見・ご質問コーナー）、ひまわりボッ
クスによる意見・要望に対し、関係課と連携し、
市民の立場に立った回答を心がけている。また
平成25年７月から、丸亀市公式フェイスブックを
開設。
　《意見や要望の受付件数》
　　　H24：270件超／H25：366件／
       H26：304件／H26：304件／
       H27：243件(H28.1.25現在)

○

ＳＮＳの活用は若い世代に対す
る男女共同参画意識の啓発や
向上を図るために効果的な手法
であった。

ア
広く市民の意見を聴くとともに幅広い世代
に情報発信していく取り組みについては、
継続的に推進していきたい。

秘書広
報課

備考 担当課

【3】多様な媒体を活用し
た双方向的な意見交換

市民一人ひとりが男女平等及
び人権尊重の意識を持つこと
ができるように、さまざまな媒
体を活用するとともに、行政
からの一方的な押し付けにな
らないように配慮した広報・啓
発活動を行います。

目指すべき男女共同参画の
姿を分かりやすく、身近なもの
として捉えてもらえるように、
きめ細かな広報・啓発活動を
展開します。

【1】家庭・地域・職場に向
けての男女共同参画社
会像の提示

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

これまでの取り組みに加え、他の取り組みも実施する予定
他の取り組みを実施する予定
実施しない予定

（これまでと）同じ取り組みを（改善しながら）実施する予定
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・広報丸亀やホームページ、講演会の開催など
を通して啓発を行っている。講演会ではアンケー
トを実施し、参加者の意見を聞いている。
・学校などの教育機関や団体に、人権啓発ビデ
オを貸し出し、啓発を行っている。

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、男女共同参
画について理解を深めてもらえ
ている。

イ

広報丸亀や丸亀市人権･同和教育研究協
議会の広報紙はぐくみで人権課題の当事
者の声を掲載するなど、一方的な押し付け
にならないよう配慮した広報・啓発活動を
行う。

人権課

A
・広報丸亀、男女共同参画情報紙『ゆめ』、ホー
ムページ、フェイスブックにより、啓発のための情
報を発信している。

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、男女共同参
画について理解を深めてもらえ
ている。

ア

行政から一方的に情報を流すだけでなく、
情報の受け手と意見交換できるような方法
を考えることが必要である。そのために
は、現在のホームページの更新をもっと頻
繁にするなど、まずは既存の方法を改善す
ることから始めたい。

男女共
同参画
室

B エ
市民活
動推進
課

A

・平成24年４月施行の議会基本条例に基づき、
議会報告会を開催している。報告会では、定例
会の審議内容等の報告とあわせ、市民の質問
や意見等を聞いている。また、アンケート調査も
実施している。

○
・市議会として直接市民の意見
を聞く機会を設けることにより、
市民参加の促進が図られた。

ア

・年々参加者は減少している状況下、その
原因を分析しながら、開催回数の見直しな
ど運営方法のあり方を検討しているが根本
的な解決には至っていないので、今後は報
告内容についても見直しを図り、魅力ある
報告会となるよう、継続した取組を行って
いく。

議会事
務局

A

・市民グループのネットワークである「ゆめネット
ワーク」、コミュニティ、丸亀商工会議所、丸亀市
飯綾商工会などに協力を依頼しながら男女共同
参画推進事業を進めている。
・平成27年度には男女共同参画都市宣言10周
年記念事業を実行委員会を立ち上げて実施し
た。実行委員会にゆめネットワークや丸亀市企
業人権・同和推進協議会、丸亀市子ども会育成
連絡協議会事務局などからメンバーとして加
わってもらったため、広がりのある事業とするこ
とができた。
・事業所に対する啓発について市民活動団体と
協働事業を実施。（H27）
　《事業協力団体数》
　　　H23：19団体／H24：23団体／H25：18団体
　　　H26：17団体／H27：20団体(H28.3.1現在）
　　　  　→  数値目標　H28：44団体

○

ゆめネットワークをはじめとする
様々な団体と連携することによ
り、市だけで実施するより効果的
な啓発活動を行うことができてい
る。また、市から働きかけて丸亀
商工会議所などと連携すること
により、事業所に対してより効果
的な啓発とすることができてい
る。

ア

市が事務局となっているゆめネットワーク
については、毎年度構成グループが減少
していることから、ネットワークのあり方も
含めて見直しが必要である。また、今後、
事業所に働きかける際には、業界団体な
どとも連携を深めていきたい。

男女共
同参画
室

A

・丸亀市建設業協会の出前講座で、丸亀市企業
人権・同和問題推進協議会の入会案内を行っ
た。(H24)
・人権同和教育指導員が、企業や各種団体で研
修を行う際に、男女共同参画に関する説明を加
えている。
・丸亀市人権・同和教育研究協議会と連携して
人権講演会などを開催している。

○

丸亀市企業人権・同和問題推進
協議会や丸亀市人権･同和教育
研究協議会等の団体との連携
で、より効果的に施策の推進が
図れている。

イ

市民全体に広がりを持った運動となるよ
う、自治会やPTA等団体に対して、講演会
への参加要請だけでなく、各団体での研修
会の開催を呼びかける。

人権課

【4】多様な団体との効果
的な連携

男女共同参画を共通認識とし
て効果的に施策を進め、市民
全体に広がりを持った運動と
なるように、各種団体との連
携を深めます。

【3】多様な媒体を活用し
た双方向的な意見交換

市民一人ひとりが男女平等及
び人権尊重の意識を持つこと
ができるように、さまざまな媒
体を活用するとともに、行政
からの一方的な押し付けにな
らないように配慮した広報・啓
発活動を行います。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

B エ
市民活
動推進
課

A
・国際ソロプチミスト丸亀より生理用品の贈呈を
受け、市内５年女子児童の性教育に使用してい
る。

◎

・市内5年女子児童の性教育に
使用した。（各学校ごとに宿泊学
習事前学習時）実物を活用して
具体的な指導ができるので、た
いへん効果的であった。

ア 今後も取組を継続し、連携を深める。
学校教
育課

A

・商工会議所だよりにワーク・ライフ・バランス出
前講座について掲載するなどして、企業に周知
している。
・香川県労働政策課と連携し、市役所ロビーにお
いてワーク・ライフ・バランスパネル展を実施。

？ 不明 ア
引き続き県や商工会議所と連携して啓発
活動を行う。

産業振
興課

施策（２）情報の収集・提供及び実態調査・研究
【5】男女共同参画に関す
る条約や法律・条例など
の情報提供

男女共同参画に関係の深い
国際的な条約や法律・制度等
の資料を収集し、市民が利用
しやすいように提供します。

A
・男女共同参画週間にあわせて、市役所、各市
民総合センターで男女共同参画パネル展を開催
し、条例の周知を行った。（H25）

△
継続的な取組となっていないの
で、効果はあまりなかったと思わ
れる。

ア
市のホームページにおいてももっと積極的
に情報発信していく。

男女共
同参画
室

A

・国や県から提供された講演会などのチラシを
ホームページや「男女共同参画推進ゆめ」の部
屋、男女共同参画週間パネル展などで提供して
いる。
・男女共同参画情報紙『ゆめ』作成時や、研修実
施時に、国などが提供している男女共同参画に
関するデータを活用している。

△

国や県が提供している情報を積
極的に広報できていないので、
市民への情報提供が不十分で
ある。

ア
市民に周知したい国や県の情報を、市の
ホームページにおいてももっと積極的に情
報提供していく。

男女共
同参画
室

A

・男女共同参画に関する図書や資料を継続的に
受け入れている。
　《受け入れた図書や資料の数》
　　　H23：16冊／H24：15冊／H25：18冊
　　　H26：18冊／H27：11冊(H28年１月末現在)
・６月の１か月間は、男女共同参画週間にあわ
せ、テーマを設けて、関連図書を特設コーナーに
展示・貸出ししている。

○

資料を蓄積し、利用者へ図書館
資料として、適宜提供することに
より、市民が男女共同参画に関
する情報を得られるようにするこ
とができた。

ア
今後も新しい情報を多岐にわたり入手する
よう心がけ、資料の収集・保存に努める。

図書館

【4】多様な団体との効果
的な連携

男女共同参画を共通認識とし
て効果的に施策を進め、市民
全体に広がりを持った運動と
なるように、各種団体との連
携を深めます。

【6】国・県の取り組みに
関する情報提供

国や県が行う男女共同参画
に関する調査や取り組みなど
についての情報を収集し、市
民が利用しやすい形で提供し
ます。

3



説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・次期男女共同参画プラン策定の基礎資料とす
るため、市民3,000人と市内事業所531社を対象
に、男女共同参画に関するアンケート調査を実
施した。（H27）
　《「男女共同参画社会」という言葉を全く知らな
い人の割合》
　　H21：21.6％／H27：26.9％
　　　　→ 数値目標　H26：0.0％
　《「ジェンダー」という言葉を全く知らない人の割
合》
　　H21：53.7％／H27：54.5％
　　　 → 数値目標　H26：45.0％

○

前回調査した平成21年度からの
意識の変遷について確認するこ
とができた。また、国や県におい
て調査している質問項目の内の
幾つかは本市においても質問
し、本市の特徴を確認することが
できた。

ア
次回は５年後の平成32年に、男女共同参
画に関するアンケートを実施する予定。

男女共
同参画
室

A

・人権・同和問題意識調査（H26に実施）におい
て、報告書に男女別の集計結果を掲載し、男女
間の人権意識の違いを分析した。
・アンケート項目に、女性の人権に関する項目を
設けた。

○
市民意識調査のアンケート結果
を広報・啓発活動に活用してい
る。

ア
引き続き、あらゆる機会に市民意識の把握
に努め、実態に応じた情報提供を行ってい
く。

人権課

目標２　男女平等意識を育てる教育・学習の充実

施策（１）学校・幼稚園・保育所における男女共同参画の推進

A

・市主催の男女共同参画職員研修に積極的か
つ参加者に偏りが出ないように調整しながら参
加している。
　《参加人数》
　　　H23：年29人／H24：年16人／H25：年20人
　　　H26：年19人／H27：年21人
　　　　→ 数値目標　H28：年34人

○

継続して実施することで、より多
くの職員が研修を受けられ、男
女共同参画の意識を高められて
いる。

ア

引き続き積極的に研修等に参加し、園内
研修にも取り入れるなど、職員全体の意識
向上につなげるとともに、日々の保育にお
いても人権尊重や男女共同参画の視点に
立った教育・保育を進めていく。

幼保運
営課

A

・各幼稚園、小・中学校において、教科、道徳、
総合的な学習の時間、特別活動等の全ての保
育活動や教育活動において、人権の尊重と男女
の平等についての指導を徹底している。
・小中学校教員は、各学校群の人権・同和教育
研修会に全員参加し、人権尊重の視点においた
教育について研修している。
・保育や教育に携わる職員の男女共同参画の
意識を高めるために、研修会等に参加してい
る。
 　《参加人数》
　　 H23：年85人／H24：年70人／
　　 H25：年62人／H26：年69人／
     H27：年26人
　　　 →　数値目標　H28：年120人

○

・小中学校教員は、各学校群の
人権・同和教育研修会に全員参
加し、人権尊重の視点においた
教育について研修しているの
で、各校にて組織的な人権・同
和教育の推進に役立っている。
・男女共同参画の研修会に各校
最低１名は参加をすることを続け
ているので、少しずつであるが啓
発が進んでいるところである。

ア
引き続き、あらゆる機会をとらえながら、研
修を進めていく。

学校教
育課

【7】男女共同参画に関す
る調査の実施と検証

市民意識や地域性、施策の
影響などについて、客観的に
把握できる調査を実施し、実
態を検証します。

【8】学校教育・保育全体
を通した男女平等につい
ての指導の充実

人権の尊重、男女の平等につ
いての指導を充実させるとと
もに、自立の意識を育み、個
性や能力を尊重する教育・保
育を進めます。また、教育や
保育に携わる関係者が、男女
共同参画の理念を理解し、そ
の意識を高める研修等を充実
させます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

【9】固定的な性別役割の
考えにとらわれない進
学・就職指導の推進

男女がともに生き方や能力・
適性を考え、主体的に進路を
選択する能力や態度を身に
つけることができるように指導
します。

A
･中学校で職場体験学習を実施。
・社会で活躍している先輩を招いて講演会を実
施。

○

・各中学校で、実際の事業所で
仕事を体験することにより、仕事
への興味・関心の高まりや、自
分の進路について真剣に考える
機会となっている。

ア
引き続き、生徒の実態に応じて職場体験を
実施していく。

学校教
育課

B
モデル校事業で推進するよりも、各園・学校にて
着実に実践するために、実践事例を収集して事
例集としてまとめ、各園・学校に配付している。

○

各園・学校にて、教育課程に位
置づけて、計画的かつ体系的に
実施していることにより、確実に
児童生徒に男女共同参画の理
念が浸透している。

オ
実践事例集の活用方法について検討して
いく。

学校教
育課

A

・男女共同参画モデル保育所を丸亀市保育所ブ
ロック会として毎年度１か所ずつ設置。モデル保
育所では保護者参加の家庭教育講座を開催し
たり、保護者（父親）に保育士助手体験をしても
らったりして、子育てにおける男女共同参画の必
要性を啓発している。また、モデル保育所経験
保育所では、男女共同参画の視点を持った保育
を継続できるよう努めている。
　《モデル保育所の指定》
　　　H23：１／H24：２／H25：３／H26：４／
　　　H27：５
　　　　→数値目標　H28：６保育所

◎

毎年１箇所設定することで、集中
的な取組がしやすく、保護者へ
の啓発等も効果的に行えてい
る。また、モデル園経験保育所で
も継続的に実施することで、職員
も保護者も意識が根付いてきて
いる。

ア
引き続き、モデル園を設置して、計画的に
取り組んでいく。

幼保運
営課

施策（２）男女共同参画に関する生涯学習の推進

A

・男女共同参画講演会、男女共同参画セミナー
を継続的に開催している。
・市職員や教職員を対象とした男女共同参画職
員研修を継続的に実施している。
・男女共同参画モデル保育所での家庭教育講座
において、“家事や育児における男女共同参画”
をテーマとした講演会を開催している。

○

コミュニティや市職員、教職員を
対象とする研修を継続的に行っ
てきたことにより、男女共同参画
に対する理解が少しずつ深まっ
ている。ただ、市民に対する啓発
では参加者が固定化する傾向に
あるので、啓発を広く実施できて
いるとはいえない。

イ
特に、働いている男性に対して意識啓発が
できるように、事業所を対象とした啓発活
動を充実させる。

男女共
同参画
室

B エ
市民活
動推進
課

A

・男女共同参画週間にあわせて、市内の三図書
館で６月の特設本コーナーに男女共同参画に関
連する本を展示し、貸し出しを行っている。
・男女共同参画に関連する図書を受け入れ。
　《受入数》　　H23：42冊／H24：61冊
　　　　　　　　　 H25：71冊／H26：63冊
　　　　　　　　　 H27：81冊

○

日頃、目に触れにくい関連本を
特設コーナーを作ることでテーマ
の本に目を向け、関心を持つよ
うに働きかけた。

ア
今後も関連分野の図書の充実に努め、男
女共同参画の様々なテーマを順に紹介し、
学習の機会となるよう努める。

図書館

【11】男女共同参画に関
する学習機会の提供

男女共同参画についての理
解を深めるため、生涯にわた
り男女共同参画について学習
する機会の充実や情報収集
に努めます。

【10】男女共同参画モデ
ル校事業の推進

男女共同参画のモデル校・幼
稚園・保育所を指定し、教材
開発や研究事業を進めるとと
もに、その実績を広く周知しま
す。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・現代的な課題・活動に取り組んでいる行政や団
体等の職員が講師となって、特に暮らしの中で
役立つものをテーマに市民学級講座（特別教養
講座）を開催している。

○
講座全般において、男女ともに
参加があり、互いに教養の向上
が図られている。

ア

引き続き、市民のニーズや必要性に応じた
講座を行っていくと共に、民間のノウハウ
を取り入れるため委託による講座も検討
し、男女が共に学べる場を提供していく。

市民活
動推進
課

A

・希望する地域コミュニティに男女共同参画セミ
ナー講師を派遣。
　《派遣したコミュニティ数、参加者数》
　　　H23：４、211人／H24：６、286人
　　　H25：３、165人／H26：５、243人
　　　H27：５、252人
・人権啓発推進リーダー養成講座の中で人権啓
発リーダーを養成した。
　《男女共同参画推進リーダーの登録者数》
　　　H23：０人／H24：０人／H25：６人
　　　H26：36人／H27：48人
　　　　→数値目標　H28：20人

○

地域コミュニティにおける男女共
同参画セミナーを継続して実施
してきたことにより、男女共同参
画意識が少しずつ高まってきて
いる。平成27年度に実施した市
民アンケートの結果によると、
「『夫は外で働き、妻は家庭を守
るべき』という考えに賛成」の人
の割合は40.9％と、前回調査（平
成21年度実施）の結果50.5％よ
り低くなっている。

ア
男女共
同参画
室

目標３　人権が尊重される社会基盤の確立

施策（１）人権を理解し尊重する意識の確立

A

・様々な人権テーマについて、広報丸亀に継続
的に記事を掲載するほか、講演会の開催などを
通して啓発を行っている。また、人権作品（ポス
ター、習字、標語）の募集・展示、人権フォトコン
テストの実施などによる啓発も行っている。

○

人権尊重の意識を確立するに
は、まず様々な人権問題が存在
することを知ることが重要であ
り、啓発によりその理解の推進
が図れている。

イ

講演会の開催を年1回とし、より多くの方に
人権に関心を持ってもらえるような講師を
選定する。
性別等にとらわれない多様な生き方を尊
重する研修プログラムを考える。

人権課

A

・「男女共同参画週間」や「女性に対する暴力を
なくす運動」期間にあわせて、固定的な性別役
割分担意識にとらわれないことの大切さや、女
性に対する暴力が人権侵害であることについ
て、広報丸亀に掲載した。
・様々な人権問題の一つとして女性問題がある
ことを表現しているDVDを使って、出前講座など
を行った。

○

性別役割分担意識に基づく言動
が、女性の人権侵害になることも
あるということを、わずかな時間
でも伝えることができた。

ア
男女共
同参画
室

施策（２）メディアにおける人権尊重の徹底

A
市が発信する情報や文章等が人権尊重の視点
に留意した表現になっているか、確認・検討して
いる。

○
文章や挿絵等で傷ついたり、不
快に感じたりする人がいないか、
相手の立場で検討できている。

ア
引き続き、人権尊重の視点に留意した表
現の推進を行っていく。

人権課

【12】地域・家庭に向けた
生涯学習の推進

男女がお互いの人格を尊重
し、相手の立場を理解しなが
ら、共に助け合う気運が高ま
るように、生涯学習の実施を
支援します。

【13】人権が尊重される
社会づくりに向けての啓
発

男女共同参画社会の基本で
ある人権尊重意識を育てるた
め、あらゆる機会を活用して
差別がない社会づくりに向け
ての啓発を行います。

【14】人権尊重の視点に
留意した表現の推進

メディアが人々の意識形成に
与える影響の大きさを考慮
し、人権尊重の視点に留意し
た表現方法を推進します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A
・市が情報発信する際は、人権尊重と男女共同
参画の視点に配慮した表現、ユニバーサルデザ
インの活用に努めている。

全課

B オ
コミュニティを対象としたセミナーなどの
テーマに取り上げたいが、講師の確保が
難しい。

男女共
同参画
室

B エ
市民活
動推進
課

A

・各小・中学校において、メディア･リテラシー教
育や情報モラル教育を系統的に実施している。
また、そのために、教員を対象とした研修も実施
している。

○
パソコンを操作した擬似体験活
動を通してメディアリテラシーを
学習する学校が数校あった。

ア
県教育センターなど関係機関との連携を図
りながら研修内容を考える必要がある。

学校教
育課

施策（３）人権に関する相談窓口・救済体制の整備

A

・「丸亀市家庭等における暴力対策連絡会」を開
催し、家庭等における女性や子ども、高齢者、障
がい者等の弱い立場にある人に対する暴力対
策について、実態把握と情報交換を行い、関係
機関との連携に努めている。

○

・「丸亀市家庭等における暴力対
策連絡会」を開催することによ
り、関係機関同士の連携が取り
やすくなっている。

ア

「丸亀市家庭等における暴力対策連絡会」
は、家庭等における暴力に関係する機関
などが一堂に集まる貴重な機会なので、参
加者に自分の果たすべき役割について確
認してもらえるよう、会議の内容などを工夫
する。

男女共
同参画
室

A
・広報丸亀やホームページで、人権擁護委員に
よる人権相談日を周知している。

○
人権に関わる様々な相談を人権
擁護委員や担当各課で受けて対
応している。

ア
H28年度から障害者差別解消法の施行も
あることから、相談窓口の連携及び情報提
供の充実に取り組んでいく。

人権課

A

・「丸亀市家庭等における暴力対策連絡会」に参
加し、障がい者虐待の現状を報告することで、高
齢者虐待防止ネットワークなどと情報共有するこ
とができている。
・相談は障がい者虐待防止センター（香川県ふじ
み園相談支援センター内）が中心となって通報
受理し、市につないでいる。

○

障がい者虐待防止センターの設
置により24時間通報を受理する
体制が整っている。また、障がい
者や養護者の支援についても連
携して行なっている。

ア
引き続き、障がい者虐待防止センターと連
携して支援を行っていく。

福祉課

B オ
個人情報保護法の観点から、情報共有す
るためのシステムの安全性が懸念される
ため未定である。

子育て
支援課

【15】メディア･リテラシー
向上のための学習環境
の整備

学校教育や社会教育におけ
るメディア･リテラシー（メディ
アからの情報を無批判に受け
入れるのではなく、主体的に
読み解き、自己発信する能
力）の向上を支援します。

【16】相談窓口・救済体
制などの情報提供のシ
ステム整備

人権侵害を受けた被害者を
救済する体制について情報提
供するほか、それぞれの窓
口・機関との連携が図れるよ
うなシステムを整備します。

【14】人権尊重の視点に
留意した表現の推進

メディアが人々の意識形成に
与える影響の大きさを考慮
し、人権尊重の視点に留意し
た表現方法を推進します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・高齢者虐待防止等のパンフレットの配布やホー
ムページによる啓発を実施。
・高齢者虐待防止等実務者会議を開催し、関係
機関と情報交換及び事例検討を行っている。
・介護予防支援委託先の介護支援専門員を対
象に実施した研修・連絡会において、高齢者虐
待の状況報告及び虐待予防・早期発見対応に
関する啓発を行っている。

○

関係機関に虐待に関する相談が
あった場合にも、地域包括支援
センターに連絡が入る体制がで
きている。

ア

虐待防止を図るため、相談窓口の周知及
び啓発事業をおこなっていく。引き続き、関
係機関との連携が図れるよう実務者レベ
ルでの会を開催していく。

高齢者
支援課

A

・市民の要望や意見を一括して受ける窓口とし
て、平成26年度に市民相談室を設けた。
・市民相談室のほか、市民と市長の談話室、ひ
まわり通信など様々な手法により広聴活動を
行っている。人権侵害を受けた場合は、市の人
権相談、女性相談、弁護士による無料法律相談
などの窓口を紹介している。
・人権侵害等による相談件数 13件（H27）

○

男女互いに人権を尊重し、個性
と能力を十分に発揮できる男女
共同参画社会の実現や差別の
ない社会を目指すための関心は
高まってきている。一方で人権侵
害・差別問題なども存在している
のが現状である。

ア

被害者にとって相談しやすい環境を整える
とともに、今後も人権尊重や男女共同参画
社会の実現を目指し、多様な窓口を通じて
相談事業を継続する。

秘書広
報課

A
･指導主事やスクールカウンセラーなどを構成員
とする学校問題解決支援チームを設置し、学校
の様々な問題の解決に当たっている。

◎

・「いじめ」等による人権侵害に
関わる相談や訴えがあった際に
は、学校教育サポート室が組織
で対応し、必要に応じて関係機
関やカウンセラー等の専門家に
つなぎ早期解決にいたっている。

ア
・引き続き、関係機関や専門家との連携を
密にして、未然防止・早期解決に努めてい
く。

学校教
育課

目標４　政策・方針決定過程への女性参画の推進

施策（１）政治への女性参画の推進

A

・議会だよりやホームページによる市議会の活
動状況やお知らせ等により、政治への関心を高
めるとともに、ケーブルテレビ中継、インターネッ
ト配信を実施し、議会の傍聴促進を図っている。

○

・多くの市民が議会と市政に関
心をもっていただけるようなホー
ムページや議会だよりの作成に
努め、議会中継のインターネット
配信等により、より多くの方が議
会情報を得る機会を提供できる
こととなった。

ア
・今後も女性や若年層の政治への関心を
高めていくため、情報発信の工夫に努め
る。

議会事
務局

A
・ゆめネットワーク構成団体に、市議会定例会の
日程や質問内容について情報提供し、議会の傍
聴を案内している。

○

市議会定例会の日程や質問内
容についてお知らせすることによ
り、市議会政治にある程度関心
を持ってもらえた。しかし、限られ
た人への情報提供であるため、
効果も限定的である。

オ
男女共
同参画
室

【17】政治への関心を高
める意識啓発、学習機
会の提供

女性が政治の場に参画するこ
との意義を啓発するとともに、
特に、若年層や児童・生徒
が、政治への関心を高めるよ
うな機会を提供します。

【16】相談窓口・救済体
制などの情報提供のシ
ステム整備

人権侵害を受けた被害者を
救済する体制について情報提
供するほか、それぞれの窓
口・機関との連携が図れるよ
うなシステムを整備します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・市民が市政に対して持った関心を一括して受
ける窓口として、平成26年度に市民相談室を設
けた。
・市民相談室のほかにも、市民と市長の談話室・
コミュニティセンター市長懇談会・市ＨＰ（ご意見・
ご質問コーナー）などの様々な手段により広聴
活動を行っている。
・寄せられた要望・意見の件数　H26：約1,300件
/H27：約1,007件(H28.1.25現在)

○

固定的な性別的役割分担意識
にとらわれない内容で啓発を実
施することにより、女性を始めと
する多様な人々が政治への関心
を持ち、市政に参画する機会を
確保することができた。

ア

引き続き、男女共同参画社会の実現に向
けて、関係課と連携を図り、地域における
ネットワークの構築と女性リーダーの育成
のための意識啓発や学習機会の提供を推
進していくこととする。

秘書広
報課

A

・夏休み期間中に小中学生のミニ議会を開催
し、小中学生が丸亀市の政治や社会などについ
て自分たちの考えや提言を発表し、市長や教育
長から回答を得ている。

◎

ミニ議会の経験を通して、未来の
丸亀の有権者として市政に対す
る理解を深め、関心を高めること
ができている。

ア
引き続き、取組内容を工夫しながら実践す
る。

学校教
育課

【18】選挙の投票率を高
めるための啓発

男女がともに社会を担ってい
るという自覚を育てるため、選
挙権・被選挙権を生かして政
治に参画することを啓発しま
す。

A

・明るい選挙推進協議会を通して、各種イベント
（お城まつり、桃喰うまつり、健康まつりなど）で
選挙啓発品を配布し選挙啓発を行っている。
・二十歳の誕生日に選挙啓発文を載せたバース
デーカードを送付し、また成人式にはパンフレッ
トに啓発文を掲載している。

○
継続して啓発に取り組み、選挙
への関心を持ってもらえている。

イ

現在の取組みに加え、１８歳への選挙権年
齢の引き下げに伴い、高校生など若年層
に向けた選挙啓発を強化する予定。（模擬
投票など）

選挙管
理委員
会

施策（２）行政機関における女性参画の推進
【19】審議会等委員への
女性の積極的登用

行政施策対象者の半数を占
める女性の意見を市政に反
映させるために、審議会等の
委員に女性を積極的に登用
し、審議会等委員への女性登
用率40％以上、女性のいない
審議会等の解消を目指しま
す。

A

･庁議などで委員改選時における女性委員の積
極的登用を依頼。
・担当課に対し、委員改選時に男女共同参画部
局と事前協議するよう依頼・実施。
・女性委員選任の参考にしていただくため、「香
川県・各市町審議会等女性委員名簿」を庁内イ
ントラネットに掲載。
　《審議会等委員の女性委員比率》
　　 H23：26.7%／H24：29.6%／H25：34.5%
 　　 H26：36.5%／H27：35.1% （H28.3.1現在）
　　　　→数値目標　H28：40.0％
　《女性委員のいない審議会等の数》
 　　 H23：７／H24：５／ H25：２／ H26：１／
　　　H27：３ （H28.3.1現在）
　　　　→数値目標　H28：０

○

女性委員のいない審議会等や、
女性委員比率が30％に満たない
審議会等はあるものの、市全体
としての女性委員登用率は上昇
している。それにより、市の政策・
方針決定過程に女性の意見を
反映させる機会が増えてきてい
る。

イ

引き続き、女性委員登用率の上昇と、女性
委員のいない審議会等をなくすことを目標
にして、取組を進めていく。また、女性委員
が固定化しないように、新たな人材を発掘
することにも取り組んでいく。

男女共
同参画
室

【20】市役所女性職員の
職域拡大

男性中心の職種・職場と考え
られてきた分野においても、
平等な取り扱いと成績主義の
原則に基づき女性の採用、登
用を行います。

A

平成10年に採用実績はあるが、それ以降も女性
消防士を採用し現在3名在職している。採用試験
においても女性の応募者が毎年いる。27年度の
職員採用試験ポスターでは、男性の保育士、女
性の救命救急士の顔写真を掲載した。

○

採用試験を実施する際は、男
性・女性中心という固定概念を
払拭するような募集要項等の作
成により意識づけに役立ってい
る。

ア 職員課

【17】政治への関心を高
める意識啓発、学習機
会の提供

女性が政治の場に参画するこ
との意義を啓発するとともに、
特に、若年層や児童・生徒
が、政治への関心を高めるよ
うな機会を提供します。

9



説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・女性職員の育成・登用に関して、人材育成基本
方針の見直しと女性活躍推進プログラムを作成
し、総合的な支援策により、女性職員の能力開
発と意識向上を行っている。
・男女共同参画に関する職員研修を継続的に
行っている。

○

能力開発研修の派遣に際して
は、男女比を同じにするよう配慮
した。研修内容についても、性差
なくマネジメント能力開発に資す
るよう適性な人員派遣を心がけ
た。概ね、効果的な職員研修と
なった。

ア
女性活躍推進法に基づく特定事業主行動
計画に基づいて更なる効果的方策を検討
し、実施していく。

職員課

C エ
学校教
育課

A

・ロールモデルとなる教育長の協力を得ながら、
女性職員を対象とした研修やランチミーティング
を実施している。
・女性職員を対象とした研修を実施。研修の際
に意見交換する機会を設けた。
・キャリア形成時に学ぶ機会が少なかったテーマ
に関する研修を、女性職員を対象に実施。
（H27）

○

教育長のキャリア形成に関する
話を聞いたり、女性職員同士で
意見交換したりすることにより、
仕事に対する前向きな気持ちが
醸成された。

ア
女性職員が管理職になることに抵抗がなく
なるように支援していく。

男女共
同参画
室

A

・改訂した人材育成基本方針に基づき、模範とな
る女性職員との交流やキャリア形成の支援など
総合的な支援を行っている。
・管理職に対する意識づけを行っている。
　《市役所事務職における女性管理職の割合》
　　　H23：12.0%／H24：10.0%／H25：11.8%
　　　H26：14.4%／H27：15.8%
　　　　→数値目標　H28：20.0%

○
女性管理職の比率は目標値に
向かっている。

ア

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動
計画に基づいて更なる効果的方策を検討
し、管理職になった場合でも能力が維持・
発展できるよう支援を行っていく。

職員課

C エ
学校教
育課

目標５　雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

施策（１）就業能力の開発と就職支援
【23】就職・再就職支援 就労を希望する人のための

求人情報の提供や再就職を
希望する人の技術・技能の向
上を、関係機関と連携を取り
ながら支援します。

A

・市ホームページにおいて県や関係機関主催の
就職説明会やセミナー、職場実習、技術訓練な
どの募集を公開しPRしている。
・ハローワークや中讃１市３町等と連携し、企業
合同就職説明会を開催し、新卒だけでなく、既
卒・中途採用希望者も参加対象とし、就労支援
に努めている。

◎
就職説明会の実施により、地元
企業と求職者をマッチングするこ
とができ、内定に繋がった。

ア
引き続き、求人・求職の状況を見ながら、
実施していく。

産業振
興課

【21】市役所女性職員・
女性教職員の人材育成

女性職員や女性教職員が職
業生活に必要な能力を高め、
その可能性を伸ばせるように
学習機会の提供や自己啓発
の支援を行います。また、女
性がキャリア形成を見据えた
働き方ができるように支援し
ます。

【22】市役所女性職員・
女性教職員の管理職へ
の登用

平等な取り扱いと成績主義の
原則に基づき、女性職員や女
性教職員を公平に登用すると
ともに、その状況を公表しま
す。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

【24】多様な働き方を可
能にするための取り組み

男女が多様で柔軟な働き方を
選択できるように、関係機関と
連携しながら、制度やさまざま
な労働形態に関する情報を提
供します。

A

･創業希望者を対象とした経営セミナーの開催や
融資事業を実施し、起業者を支援している。
　《融資事業の申込件数、相談件数》
　　　H25：１件、６件／H26：１件、５件
・かがわ産業支援財団と連携し、創業にかかる
相談を含め、経営上のあらゆる相談に対し専門
員が対応する「よろず丸亀サテライト」を開設し
た。
・創業者に対する助成制度を創設した。

○

創業者に対する経営相談支援か
ら融資、創業後の広告宣伝補助
までフォローアップすることがで
きた。

イ
さらなるフォローアップ体制を充実させるた
め、関係機関とのネットワーク体制の構築
やその他の支援を検討する。

産業振
興課

施策（２）働きたい人への均等な雇用機会と待遇の確保

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・職員募集の際、保育士・幼稚園教諭、消防士
の職域において男女差のないことに配慮し・募
集している。
・採用試験を実施する際は、男性・女性中心とい
う固定概念を払拭するようなポスター作成を行っ
た（H27）。

○

行政事務（社会人経験者）及び
保育士・幼稚園教諭など大半の
試験区分において申し込み数は
増加した。

ア 【20】と同じ取り組みなので統合する。 職員課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・生活困窮者自立支援制度が平成27年度から
施行された。生活困窮者に対し、自立相談・住居
確保給付金・就労準備・家計支援等の事業のほ
か、「貧困の連鎖」を防止するため、小・中学生
向けの学習支援事業を実施している。
・平成25～26年度に行ったモデル事業実施期間
中に、100件を超える就労につながった。

○

生活困窮者自立支援制度が27
年度本格的にｽﾀｰﾄした。本市は
25年度からﾓﾃﾞﾙ事業に取り組ん
でおり、支援体制は整っている。
特に任意事業である就労準備支
援事業やﾊﾛｰﾜｰｸとの連携で支
援を行った結果、ﾌﾟﾗﾝを作成した
相談者のうち、4～12月までの間
に17名の方が就労による自立に
繋がった。

イ

生活保護受給者や生活困窮者等を対象に
直営で企業開拓を進める予定である。　今
年度、就労支援に一定の成果があったと
考えており、さらに委託先やﾊﾛｰﾜｰｸでの
支援が困難であったｹｰｽについて、福祉課
の就労支援員やｹｰｽﾜｰｶｰが連携して支
援の厚みを増す予定。

福祉課

A

・行政事務職員募集の際、身体障がい者を対象
とした募集を実施している。
・採用担当者の男女比率にも配慮している。
・自己アピール採用試験を実施している（H27は
実施せず、社会人経験者採用試験を実施）。
・保育士・幼稚園教諭・土木職員に加え、あらた
に文化財専門員の採用試験において、経験者
採用を実施。（H25）

◎
社会人経験者採用試験を実施
し、幅広い年齢・人生経験を有す
る人から多数の応募があった。

ア
定員管理と適材適所な配置が実施できる
採用試験区分等を継続的に検討・実施し
ていく。

職員課

【27】男女の雇用平等に
向けた啓発、情報提供

男女がその能力を十分に発
揮し、充実した職業生活を営
むことができるように、働きや
すい環境整備のための情報
を市民や企業に提供します。

A
・産業振興セミナーの講師に、全国的に活躍して
いる女性の経済専門家を招き、学習機会を提供
した。（H25）

○
女性の経済専門家から女性登
用の重要性も含めて講演いただ
き、理解を深めた。

オ
産業振
興課

【25】職域の拡大 男の仕事・女の仕事と思われ
ている職場を減らし、男女の
職域拡大に向けた啓発を行
います。特に、市役所が率先
して取り組みを進めます。

【26】雇用の拡大 男女の均等な雇用の拡大を
図るとともに、男女間の賃金
格差の解消に向けた働きか
けを行います。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

施策（３）継続して働ける雇用環境の整備

A

・企業等の人権研修、職員人権研修でハラスメ
ント防止の内容を含むDVDを活用する。
・啓発パンフレット『STOP職場のハラスメント』を
各課に配付し、回覧してもらう。職員管理職人権
研修の際に配付する。

○
多種多様なハラスメントが存在
することを周知することで、防止
に努められている。

ア
引き続き、全ての人が安心して働くことが
できるよう、あらゆる機会にハラスメント防
止の啓発に努めていく。

人権課

A
・丸亀市企業人権・同和推進協議会の総会時
に、DVD視聴によるセクシュアル・ハラスメント防
止研修を実施。（H25）

△

職場でのハラスメント防止につい
て啓発する機会を設けることが
ほとんどできていない。平成27年
度に実施した企業アンケートの
結果によると、セクシュアル・ハラ
スメントに対する取組を「特に
行っていない」と回答した事業所
の割合が45.2％と、前回調査（平
成21年度実施）の結果46.7％と
ほとんど変わっていない。

オ
庁内の関係課をはじめ、国などの関係機
関とも、もっと連携していくことが必要であ
る。

男女共
同参画
室

A

・産業振興にかかる企業ニーズ調査の設問の
内、「人材定着にかかる取組み」の回答項目に
ハラスメント対策を設け、調査した。（H25）
　《ハラスメント対策に取り組んでいる企業の割
合》2.5％（400社中10社）
・ハラスメント対策を新たに取り入れ職場環境改
善に取り組む企業への助成制度を創設し、支援
する。

○

企業における実態調査と支援策
は創設できたが、ハラスメント対
策が主目的の助成利用までには
至っていない。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

A

・セクシュアル・ハラスメント予防の職員研修を実
施。（H25）
・職場の定期健康相談時にハラスメント相談の
案内を行っている。
・健康講演会において「こころが健康になる職場
づくり」の講演を実施したが、その中で、パワハラ
やセクハラについての防止・予防啓発を実施
（H27)

○
効果測定を数値化するのは困難
であるが、継続して啓発等を実
施していく必要性は高い。

ア 職員課

A

・集団がん検診を土・日曜日や夜間に実施。
・保育所、幼稚園、コミュニティなどに受診勧奨を
行っている。
・丸亀商工会議所、スーパー、うどん屋、生命保
険会社などの協力により、チラシ配布やポスター
掲示を行っている。

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが母性保護及び
健康管理の重要性について深め
てもらえている。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉えながら、啓
発活動を行っていく。

健康課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

【28】労働に関するハラス
メント防止対策の推進と
相談体制の整備

セクシュアル・ハラスメントを
はじめとする、職場でのハラ
スメント防止に関する男女の
意識を高め、すべての人が、
その持てる能力を発揮するこ
とができるような環境づくりを
進めます。また、労働者が安
心して働くことができるよう
に、関係機関と連携を取りな
がら職場環境問題や労働問
題などの相談に対応できる体
制を整えます。

【29】女性労働者の母性
保護・健康管理の啓発

母親や将来の母親である女
性労働者のために、労働基準
法や男女雇用機会均等法に
基づく母性保護及び健康管理
の重要性を啓発します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A
市民に対して男女共同参画に関するアンケート
調査を実施する際に、労働者としての実態が分
かる質問も設定する。（H27）

○

質問項目の中に「育児休業の取
得状況」や、「『募集、採用』『賃
金』などについて性別による差が
ある（あった）と思うかどうか」とい
う項目を設けたことにより、労働
者としての実態を少しはとらえる
ことができた。

ウ
女性活躍推進法に基づく推進計画を策定
する際に、特に女性労働者の実態を把握
するよう努める。

男女共
同参画
室

A

・税制度について広報丸亀に掲載するとともに、
当初納税通知書送付の際にチラシを同封して説
明している。
・「租税教育講師養成研修」に職員を派遣し、小
学校からの要望に応じて租税教育を実施。
　《実施学校数》
　　　H23：０校／H24：５校
　　　H25：６校／H26：10校／H27：８校

○

税制度の周知については、納税
通知書送付時のチラシ同封で一
定の成果があったものと考えら
れる。小学校での租税教育講習
は、若い世代に税に対する理解
を深めることに一定の成果が
あったものと考えられる。

ア

税制度の複雑多様化や改正により市民へ
の周知がますます難しくなっている。広報
紙やホームページ等において、これまで以
上に迅速にわかりやすい情報提供に努め
る必要がある。租税教育や出前講座の実
施によってあまり税に馴染みのない世代に
も積極的に税に対する理解を深めていく。

税務課

A

・広報丸亀やホームページに年金の制度説明や
情報記事を掲載し、周知と啓発に努めている。
・日々の窓口業務においては、「国民年金だよ
り」のパンフレット等を利用し、分かりやすい説明
を心がけている。
・「まちづくり出前講座」において年金制度の周
知、説明を行った。

○

・市広報誌に年間約10回、その
時期にあった年金に関する情報
を継続して掲載することにより、
広く関心を持っていただくことが
できた。
・日々の窓口業務においては、
「国民年金だより」のパンフレット
等を利用し、分かりやすい説明
をすることができた。
・「まちづくり出前講座」において
年金制度について理解をいただ
いた。

ア

今後も日本年金機構と連携しながら、広報
等の周知・啓発できる機会を捉え、年金制
度についての情報を継続して提供していき
たい。

市民課

A
・企業ニーズ調査の設問の内、「企業概要」の回
答項目に従業員の男女比率を設け調査した。
（H25）

◎

市内企業における女性労働者の
実態について把握できた。
（回答企業　315社　従業員のう
ち女性が占める割合38.6％）

オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

施策（４）職業能力の開発と能力に応じた登用

A

・丸亀市企業人権･同和推進協議会、丸亀商工
会議所、丸亀市飯綾商工会を通じて情報提供を
行う。
・丸亀市建設業協会に対して出前講座を実施。
（H24）
・平成27年８月に「女性活躍推進法」が成立した
ことを受けて、職業生活における女性活躍の必
要性を伝える研修を、事業所の集まりなどの場
で実施。

○

「女性活躍推進法」が成立したこ
とにより、女性管理職の登用の
必要性を事業所としても認識す
るようになった。法律の成立に合
わせて研修を行ったことにより、
事業所の取り組みを促す効果が
見られた。

イ
事業所における女性の活躍に関する現状
などをお聴きしながら、その必要性を伝え
ていくような機会を設けていく。

男女共
同参画
室

A
・産業振興セミナーの講師に、全国的に活躍して
いる女性の経済専門家を招き、学習機会を提供
した。（H25）

○
女性の経済専門家から女性登
用の重要性も含めて講演いただ
き、理解を深めた。

オ
産業振
興課

【30】男女労働者の実態
調査

男女が働きやすい環境をつく
るため、男女労働者の実態調
査や諸制度の調査を行い、そ
の情報を市民や企業に提供
します。

【31】企業・団体への女
性登用のための啓発

女性の意見を反映させること
により、これまでとは違う組織
運営が可能になるなど、女性
参画の利点を具体的に提示
し、女性登用の必要性と方法
を啓発します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・市へ自治会より会長等役員の選出にあたり相
談を受ける際には、既に女性の会長も増加して
いるところであり、世帯主でなくても自治会活動
を主立ってしている方が女性であればその方が
会長になることが自然であると助言している。

○

以前は、自治会長は男性でない
と、という固定概念を持った方が
多かったが、近年は、女性の会
長も増えてきており、住民の意識
に変化が見られる。

ア
引き続き、あらゆる機会をとらえながら、ま
た手段も工夫しながら啓発活動を行ってい
く。

市民活
動推進
課

A

・丸亀市企業人権・同和推進協議会会員に対し
てやホームページなどで、ワーク･ライフ･バラン
ス等の情報を提供している。
・丸亀市にある香川県子育て行動計画策定企業
認証マーク取得事業所12社に対して、現状など
についてヒアリングを行い、同時に「丸亀市産業
振興支援補助事業」の情報提供を行った。
（H26）
・平成27年度に実施した男女共同参画都市宣言
10周年記念事業に丸亀市企業人権・同和推進
協議会から実行委員として参画していただいた。

○

丸亀市企業人権・同和推進協議
会会員の事業所に協力していた
だくことにより、事業所に対して
男女共同参画の取り組みの必要
性を直接伝えることができた。研
修会などに集まっていただくのと
は別に個々の事業所の方と話す
ことにより、行政の考えが伝わり
やすくなり、啓発の効果も上がっ
たと考えている。

イ

男女共同参画の取り組みが企業経営に
とってもプラスになることを個々の事業所
に対して啓発するとともに、ホームページ
などによる情報発信を充実させていく。

男女共
同参画
室

A

・企業ニーズ調査の設問の内、「企業概要」の回
答項目に代表者の性別欄を設けて調査した。
（H25）
　《女性経営者の割合》11.7％（400社中47社）

◎

市内企業における女性経営者の
実態について把握できた。
（女性経営者数　400社中47社
11.7％）

ア
女性登用のための人材育成や職場環境改
善を支援する市助成制度をＰＲする。

産業振
興課

A

・建設工事等の入札参加資格申請（指名願い）
において、従前より男女共同参画などの講演会
を受講している事業者に対する加点項目を設け
ているのに加え、女性の建設業界への入職を促
すため、女性技術者の登用に関する加点項目を
設定した。（H26）
・女性を積極雇用する事業者を評価する旨を明
記した丸亀市公共調達基本方針の制定に向け
作業を進めている。

○

申請受付において、市内建設業
者の半数が講演会を受講してい
ることを確認できた。女性技術者
については、加点対象業者数が
少なかった。

ア

申請受付における講演会及び女性技術者
登用に関する加点項目を引き続き継続す
るとともに、国や周辺自治体の動向を注視
しつつ、男女共同参画に努める企業を評
価する仕組を検討していく。

財務課

【33】女性の職業能力開
発のための支援

女性のキャリア形成に役立つ
ように、職業能力開発のため
の支援を行います。

A

・中小企業庁が実施する育児等で退職し職場復
帰を希望する女性を対象とした職場実習支援に
ついてホームページやチラシで情報提供してい
る。
・女性の職場復帰を支援する民間企業について
情報提供を行う。
・従業員の育成に取り組む事業者を対象にした
助成制度を創設した。

◎

関係機関の支援制度をＰＲした
ほか、職場復帰を支援する企業
を冊子やサイトで紹介した。ま
た、事業者向けの人材育成助成
制度については、女性従業員の
方も多く利用され、女性のキャリ
アアップに繋げた。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

【31】企業・団体への女
性登用のための啓発

女性の意見を反映させること
により、これまでとは違う組織
運営が可能になるなど、女性
参画の利点を具体的に提示
し、女性登用の必要性と方法
を啓発します。

【32】企業や団体に対す
る男女共同参画への積
極的な取り組みの推奨

企業や団体が、男女共同参
画に対する取り組みを進める
ことができるように、さまざま
な方法で働きかけます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

目標６　男女のワーク・ライフ・バランスの推進

施策（１）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境整備

A

・“ワーク･ライフ･バランスの推進”をテーマに、
市の管理職を対象とした職員研修を実施。
　《参加者数》　H24：42人／H25：31人
　　　　　　　　　　H26：31人／H27：38人
・丸亀市役所「イクボス宣言」を実施。（H27）
・丸亀市男女共同参画推進研究会が、“市役所
男性職員の育児休業取得促進”をテーマに研究
を行い、職員に対して働きかけを実施。（H26、
27）
・丸亀商工会議所役員会などにおいて、ワーク･
ライフ･バランス推進の研修を実施。（H27）

○

丸亀市役所が「イクボス宣言」し
たことはマスコミにも大々的に取
り上げられ、ワーク・ライフ・バラ
ンスを進めようとしている本市の
姿勢を広く示すことができた。ま
た、市役所職員に対する啓発を
継続的に行うことにより、職員の
意識改革が少しずつではあるが
進んでいる。

ア
男女共
同参画
室

A

・ワーク･ライフ･バランスの必要性を広く知っても
らうため、ホームページ（事業所向け）への情報
提供やパネル展の実施などによる啓発に努めて
いる。
・企業訪問の際に労働・雇用・福利厚生などにつ
いて情報提供・収集を行う。
・ワーク･ライフ･バランスに取り組む企業への助
成制度を創設し、支援する。

○

パネル展やホームページ等で広
く啓発した他、企業向けの助成
制度を創設し、企業の積極的な
取組みを支援することができた。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

A
・丸亀市民学級の特別教養講座として、ライフプ
ラン計画や人生設計計画の講座、ボランティア
講座などを実施した。

○
講座全般において、男女ともに
参加があり、互いに教養の向上
が図られている。

ア

引き続き、市民のニーズや必要性に応じた
講座を行っていくと共に、民間のノウハウ
を取り入れるため委託による講座も検討
し、男女が共に学べる場を提供していく。

市民活
動推進
課

A

・改正育児・介護休業法についてホームページ
等に掲載し、企業に情報提供を行っている。
・育児・介護の両立支援に取り組む企業を対象
とした助成制度を創設し、支援する。

○

ホームページ等で広く啓発した
他、企業向けの助成制度を創設
し、企業の積極的な取組みを支
援することができた。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

A

・庁内ネットワークや所属長により、育児休業制
度等につて継続的に周知および啓発を行ってい
る。
・男性職員が出生手続きにきた際、育児休業の
チラシを配付している。
・庁内ネットワークに「仕事と子育て両立支援ハ
ンドブック」を掲載。イクボス宣言に併せて、男性
の育児参加支援を実施（H27)
　《市役所男性職員の育児休業取得率》
　　H23～H26：0.0％/H27：12.5％
　　　　→数値目標　H28：5.0％

◎

イクボス宣言をH27に行い、男性
の育児休業、育児参加について
の環境整備が整いつつある。男
性の育児休業も2名取得（H27)

ア 職員課

【34】ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発

ワーク・ライフ・バランスの必
要性に関する社会的機運を
醸成するための効果的な取り
組みを進めます。

【35】育児・介護休業制
度などの啓発

事業所におけるワーク・ライ
フ・バランスを推進するため、
労働者が仕事と家庭を両立
することができるように、休業
や休暇などについて周知しま
す。

27年度中に新たに育児休業が取得可能と

なった男性職員数（H28.3.2現在）16名 

15



説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

【36】育児・介護休業者
への生活支援

育児・介護休業期間に生活資
金が不足する世帯が安心して
育児や介護に取り組めるよう
に、関係機関における生活資
金等の融資制度を周知しま
す。

A
県が実施する生活福祉資金貸付制度について、
ホームページに掲載しＰＲしている。

？
ホームページ等で広く啓発した
が、利用に繋がったかどうかは
不明。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

【37】企業への両立支援
の啓発と支援

育児･介護休業取得者への両
立支援対策を行っている企業
に対して、各種助成金制度や
奨励金制度を周知します。ま
た、家庭や市民活動への参
画機会を増やすため、多様な
労働形態の採用や労働時間
の短縮を奨励します。

A

・国が支援する両立支援助成金についてホーム
ページ等に掲載し、企業に情報提供している。
・育児・介護の両立支援に取り組む企業を対象
とした助成制度を創設し、支援する。

○

ホームページ等で広く啓発した
他、企業向けの助成制度を創設
し、企業の積極的な取組みを支
援することができた。

ア
引き続き、支援制度について広くＰＲし、利
用促進を図る。

産業振
興課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

C エ 職員課

A

・駅前花壇の整備等を行うボランティアなど積極
的に市民活動に取り組む企業等をフェイスブック
で紹介した。（H25）
・イクボスの役割の一つに、部下や自分の地域
活動を奨励することを入れた。（H27）

△
継続的な働きかけや情報発信が
できていないため、効果があまり
見られない。

オ
男女共
同参室

A

・福利厚生サービスを提供する中讃勤労者福祉
サービスセンターの運営を支援し、職場環境の
充実を行っている。
・中讃勤労者福祉サービスセンターに新規加入
する企業を対象とした助成制度を創設し、支援
する。
　《中讃勤労者福祉サービスセンターの女性会
員数》
　　H23：674人／H24：660人／H25：693人
　　H26：746人／Ｈ27：805人（2月末現在）
　　　→数値目標　H28：800人

○

中讃勤労者福祉サービスセン
ターが実施する勤労者向けの福
利厚生サービスの広域化を支援
し、利用者増加に繋げた。

イ
引き続き支援をしていく他、企業訪問にお
いて・中讃勤労者福祉サービスセンターに
ついてＰＲし、新規加入につなげていく。

産業振
興課

A

･集団検診を受けやすくするため、土・日曜日、
夜間にも実施している。
・検診の周知は健康だよりやホームページなど
で、特定健診は自治会回覧、未受診者への個人
通知などで行っている。
・乳がん検診の「事業」対象者に無料クーポン券
を発行している。

○
継続して啓発を行うことにより、
年々、がん検診の受診率が向上
している。

ア
引き続き、受けやすくする取り組みを行っ
ていく。

健康課

【38】市民活動への参画
の啓発

家庭・地域社会・職場でのバ
ランスのとれた活動とだれも
が住みやすい地域環境をつく
るため、地域活動等への参画
を奨励します。

【39】働く男女の健康管
理対策の推進

生涯を通じて健康を維持する
ために、また、男女ともに能力
を十分に発揮するために、職
場において健康が確保される
環境を整備します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・多様なニーズに応じた保育サービスの提供継
続に努めている。
　《各種保育サービスを実施している施設数》
　【延長保育】
　　H23：10／H24：10／H25：11／H26：12／
　　H27：12　　　→数値目標　H28：12
　【病児保育】
　　H23：０／H24：１／H25：１／H26：１名
　　　H27：１　　→数値目標　H28：２
　【休日保育】
　　H23：１／H24：１／H25：０／H26：０
　　　H27：０　　→数値目標　H28：１
　【０歳児保育】
　　H23：10／H24：11／H25：11／H26：12
　　　H27：13　→数値目標　H28：13
　【一時預かり】
　　H23：５／H24：６／H25：５／H26：５
　　　H27：５　　→数値目標　H28：９

○

延長保育、病児保育、0歳児保
育など、保育サービスの拡充が
図られ、子育て支援の推進につ
ながっている。
一方で、保育士不足が深刻化し
てきたことから、事業の拡充が困
難となっている状況もある。

ア

平成27年3月に策定した「丸亀市こども未
来計画」を踏まえ、安心して子育てができ
るよう、保育サービスの拡充（質・量ともに）
を推進していく。

幼保運
営課

A

・新たな施設である認定こども園開園に向け、認
定こども園検討委員会を設置し、幼稚園教員、
保育所保育士などの委員が認定こども園の教
育・保育や子どものデイリープログラム等を話し
合い、開園に向っての準備を行った。

○

・教育・保育についての共通理解
や認定こども園の管理・運営に
ついての検討及びその他の共通
認識を図ることにつながった。平
成28年度の開園に向っての準備
が整いつつある。

ア

・丸亀ではじめての認定こども園が2園開
園される。新たな施設を中心として、職員
研修を進めていきながら共通理解をさらに
図っていく必要がある。

学校教
育課

【41】保育所と幼稚園の
一元化の検討

保育所と幼稚園の機能を有
効に活用するために、施設と
しての保育所と幼稚園、制度
としての保育と教育の一元
化・一体化の可能性を検討し
ます。

A

・平成27年３月に策定した「丸亀市こども未来計
画（丸亀市子ども・子育て支援事業計画）」の需
給バランスの分析を行うとともに、計画の進捗状
況の点検・評価などの進行管理を行う。
・市内の教育・保育施設について将来的な統合・
廃止・改修などを定める「（仮称）丸亀市立幼稚
園・保育所等施設整備計画」を策定する。

○

平成27年度は「丸亀市こども未
来計画」の初年度となる年である
が、計画に基づいた取り組みが
徐々に進められている。

ア
「丸亀市こども未来計画」に基づき、各中学
校区に1箇所の認定こども園の導入を目指
す。

子育て
支援課

A

市内には地域の遊び場が14か所あるが、継続し
て遊具改修を実施し適切な維持管理に努めると
ともに、「丸亀市健やか子ども基金」補助金を活
用し、遊具設備を希望する遊び場の管理者に対
し補助金交付を行う。

◎

平成27年度に２か所のあそび場
へ遊具を新設したことにより、子
育て世代の保護者が利用しやす
く安心な地域のあそび場の環境
整備を行うことができた。

ア
引き続き、丸亀市健やか子ども基金補助
金を活用し、安心して利用しやすいあそび
場の環境整備を行っていく。

子育て
支援課

A
人権課所管の4つの児童館において、全ての児
童が安心して過ごせる居場所の提供を行ってい
る。

○
児童館事業として、地域におけ
る子どもの居場所を提供できて
いる。

イ

児童館事業として、全ての児童が安心して
過ごせる居場所の提供を行う。子育て支援
として、上法軍寺児童館では「子育てひろ
ば」を開設する。

人権課

【40】多様な保育サービ
スの充実

就労の有無にかかわらず、社
会に参画しながら安心して子
育てができるように、多様な
ニーズに応じた保育サービス
を提供します。

【42】放課後児童対策の
充実

留守家庭児童に限らず、全て
の児童が放課後も安心して充
実した時間を過ごせるように、
地域における子どもの居場所
を整備します。

施策（２）子育て支援の充実
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・利用者ニーズに沿った、安全で安心して遊べる
子どもの遊び場の再整備を行っている。（遊具の
更新、施設の改修）
　《整備か所数》　H26：２か所／H27：２か所

◎
地元のニーズに沿った改修を行
い、施設利用者が安心して遊べ
る場所を確保した。

ア

・利用者ニーズに沿った、安全で安心して
遊べる子どもの遊び場の再整備を行う。
（遊具の更新、施設の改修）
　《整備予定か所数》　H28：2か所

都市計
画課

A

・平成27年４月から放課後留守家庭児童会の対
象年齢を順次拡大し、平成29年度からは島しょ
部を除く全小学校区で全児童を受け入れする予
定になっている。平成27年度は、7校区11教室で
全学年の受け入れを開始した。
　《放課後留守家庭児童会の待機児童数》
　　H23～H27：０人
　　　→数値目標　H28：０人を維持

◎

高学年の受け入れを開始し、利
用者も増えてきている。より多く
の児童を預かることにより、子育
て支援の充実に繋がっていると
考えられる。また、6校区の施設
整備を行い、「丸亀市こども未来
計画」に沿って予定通り進めてい
る。

ア

平成28年度からは、13校区29教室で全学
年の受け入れを行う。　　　　　　　　　　現在
青い鳥教室を開室している残り2校区につ
いても施設整備を行い、29年度4月からは
島しょ部を除く全小学校区で全児童の受け
入れを行う予定である。

教委総
務課

A

・子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実
施し、相互支援をする場として子育て支援拠点
（旧ひろば型）を地域バランスを考慮しつつ増設
してきた。
 　《地域子育て支援拠点事業（ひろば型）実施か
所数》
　　H23：１か所／H24：２か所／H25：３か所
　　H26：４か所／H27：４か所
　　　→数値目標　H28：４か所
・平成27年３月に策定した「丸亀市こども未来計
画（丸亀市子ども・子育て支援事業計画」によ
り、地域子育て支援拠点との更なる連携を推進
する。

◎
地域子育て支援拠点施設の活
動が盛んになり、親子の交流促
進が図れている。

ア
子育て
支援課

A

・小中一貫教育の各学校群連携協議会におい
て、地域が一体となって子どもを育てることの重
要性について意見交換を実施。
・少年育成センターだより『かめっこ』を定期的に
発行。そのほか、特集号では、スマートフォンの
利用実態やルールなどについて掲載した。
（H26）

○

・定期的に学校群連携協議会が
開催され、子育てに係る取組の
共通理解が深まり、家庭・地域
連携が着実に進んでいる。

ア
協働的な取組などを工夫しながら取り組む
必要がある。

学校教
育課

A

・子育て支援拠点（旧センター型）において、地
域の子育て中の親子の交流促進や育児相談、
子育てに関する情報提供や講習を実施してい
る。

◎

子育て支援拠点での活動に加
え、市内各コミュニティセンターで
の子育て広場活動など、地域の
身近な場所での子育て環境の整
備が図られた。

ア

平成27年３月に策定した「丸亀市こども未
来計画」により、地域子育て支援拠点（旧
ひろば型）との更なる連携を推進するな
ど、引き続き地域での子育て支援を推進す
る。

幼保運
営課

A
地域で児童の登下校の安全を見守る「見守り
隊」を結成し、児童の交通防犯上の安全を見
守っている。

◎

児童の見守りを自宅周辺でいる
地域の高齢者等全体で実施しよ
うと試みる地域もあり、児童の交
通防犯上の安全性が高まってい
るといえる。

ア
地域がそれぞれに子育て事業に取り組め
るように、資金面の援助として、まちづくり
補助を継続して実施する。

市民活
動推進
課

【42】放課後児童対策の
充実

留守家庭児童に限らず、全て
の児童が放課後も安心して充
実した時間を過ごせるように、
地域における子どもの居場所
を整備します。

【43】地域で子どもを育て
る環境の整備

地域との関わりが薄く、子育
てに不安や困難を感じている
養育者が安心して子育てでき
るように情報を提供します。ま
た、ボランティアを育成するな
ど、地域全体で子育てを支
え、育児中の家庭が安心して
子育てに取り組むことができ
るように、子育て環境を整備し
ます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・巡回カウンセリングや保育士の勉強会などを実
施し、障がい児保育の充実を行っている。
･保護者等の相談事業を実施。
・発達障がい児担当保育士への専門家による研
修を実施。

◎

専門家による様々な形態の相談
事業が年々充実してきており、障
がいのある子どもやその保護者
への支援につながっている。ま
た、推進委員会を始めとする関
係課や関係機関によるネット
ワークの構築により、情報共有
や支援の連携が効果的に行えて
いる。
保育士や教諭の研修等により、
障がい児保育の充実につながっ
ている。

ア

引き続き、発達障害児支援協働事業や、
保育所・幼稚園・こども園での障がい児保
育・特別支援教育等を実施し、障がいや病
気のある子どもや保護者への支援を充実
させていく。

幼保運
営課

A

障がいのある子どもや家族の自立した生活を支
えるため、相談支援事業所と連携して、障がい
児通所支援など必要なサービスの利用に向けて
支援を行っている。

○

相談支援事業所との連携により
制度の浸透が図られ、障害児通
所支援の利用者数は毎年増加し
ている。早期の療育により将来
を見据えた長期的な支援につな
がっている。

ア
引き続き、相談支援事業所と連携して、必
要な支援を行なっていく。

福祉課

A
・発達障害巡回相談活動を充実させている。
・特別支援教育支援員の幼稚園、学校への配
置。

○

・子どもだけでなく、保護者との
相談も実施し、個別の対応で成
果をあげた。
・特別支援教育支援員を、幼稚
園に27　名、小・中学校に37名配
置し、児童生徒の支援を行って
いる。

ア
特別支援教育支援員の効果的な配置と増
員に取り組む必要がある。

学校教
育課

A

・「総合的・継続的な障がい児支援」や「個別支
援・情報提供」、また「配慮が必要な家庭への支
援」などを基本施策として、関係各課が連携し、
育児の悩みを抱える保護者が孤立しないように
相談支援体制を拡充するとともに、障がいや病
気がある子どもたちを安心して育てられるような
環境づくりを推進している。

○

関係各課が連携し、情報提供や
ケース会等を開催することで、育
児の悩みを抱える保護者が孤立
しないための取り組みを行うこと
ができた。

イ
平成28年度中に開設する予定の「まる育
サポート」の中で、相談支援体制を拡充し
ていきたいと考えている。

子育て
支援課

【45】児童虐待の実態把
握と対策

児童虐待の予防、解決に向け
て実態把握に努めるととも
に、虐待の早期発見・早期対
応のために、関係機関と連携
を密にし、被虐待児の保護対
策や相談・通報事業を充実さ
せます。

A

･特定妊婦及び保護児童の事案について、丸亀
市要保護児童対策地域協議会設置要綱に定め
る実務者会議で毎月案件を協議している。
・必要に応じて家庭児童相談員が家庭訪問を
行っている。
・地域へ見守り協力を積極的に依頼している。
・全国児童虐待防止月間にあわせて、「児童虐
待防止キャンペーン」啓発活動を実施。

○

地域への見守り協力の依頼や虐
待防止キャンペーンなどの啓発
活動等により、市民の児童虐待
防止への意識が高まった。

ア
児童相談所との円滑な連携が喫緊の課題
である。

子育て
支援課

A

・平成27年３月に策定した「丸亀市こども未来計
画（丸亀市子ども・子育て支援事業計画」によ
り、子どもたちが将来にわたって健やかに育ち、
子育て家庭が子育てを楽しむことができるよう、
子育て支援施策を計画的に推進している。

○

平成27年度は「丸亀市こども未
来計画」の初年度となる年である
が、3つの基本目標と19の基本
施策に基づいた取り組みを徐々
に進めることができた。

ア
子育て
支援課

【44】障がいや病気があ
る子どもを育てるための
支援

障がいや病気がある子どもた
ちを安心して育てられるように
支援ネットワーク構築等の対
策を推進します。

【46】次世代育成支援対
策推進法に基づく行動計
画の実行

次代の社会を担う子どもが、
心身ともに健やかに生まれ育
成されるように、次世代育成
支援対策推進法に基づく施策
を展開します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・計画年休の取得を推進し、定期的に各課の取
得状況報告を受けている。
・庁内ネットワークを利用して、「毎週水曜日」と
「毎月１９日（かがわ育児の日）」をノー残業デー
として周知を行っている。

○

意識づけがどの程度できている
のか計測するのが困難だが、男
性の育児休業の取得など、一定
の効果が現れた。

ア
動機づけとなる周知方法を今後も検討して
いきたい。

職員課

施策（３）介護・看護・介助者支援の充実

【47】介護保険サービス
対象者への支援の充実

介護者などの負担を軽減する
ため、在宅・施設を問わず質
の高いサービスが受けられる
ように、介護保険サービスを
充実させます。

A
・平成26年度に定員80名の特別養護老人ホー
ム（広域型）が開設され、開設準備に要する経費
を補助した。

◎

特別養護老人ホーム（介護老人
福祉施設）の開設により、つねに
介護が必要で、自宅では介護で
きない方への介護サービスの充
実が図られた。

ア

今後も継続して、介護施設等の整備に係
る経費に対する補助を行い、地域における
公的介護施設等の計画的な整備を促進す
る。

高齢者
支援課

A

・認知症家族交流会を定期的に開催し、毎回ミ
ニ講座と座談会を実施している。
・男性を対象とした認知症家族のための支援講
座を行い、男性介護者の会のメンバーと参加者
の交流も行っている。
・市内７か所のブランチにおいて介護教室を開催
している。また、介護教室と併せて介護相談や
介護者の交流を行っている。
　《介護者交流会の開催数》
　　　H23：年６回／ H24：年５回／H25：年16回
　　　H26：年17回／H27：年14回（H28.2末現在）
　　　　→数値目標　H28：年５回
　《介護教室の開催数》
　　　H23：年４回／H24：年８回／H25：年13回
　　　H26：年12回／H27：年14回（H28.2末現在）
　　　　→数値目標　H28：年５回

○

現状・課題に合わせて対象者や
内容等を検討しながら継続して
いくことにより、在宅介護者・介
護家族への支援につながってい
る。

イ

引き続き、介護の実状にあった介護教室・
介護相談を行っていくとともに、認知症カ
フェの開設による情報提供・相談・交流等
の家族支援を行っていく。

高齢者
支援課

C

介護者な
どに対する
支援につ
いては,高
齢者支援
課において
実施してい
る。

健康課

【46】次世代育成支援対
策推進法に基づく行動計
画の実行

次代の社会を担う子どもが、
心身ともに健やかに生まれ育
成されるように、次世代育成
支援対策推進法に基づく施策
を展開します。

【48】介護・看護・介助者
への支援の充実

介護の孤立化を防止するた
めに、介護者などに対する相
談事業や介護情報の提供を
充実させるとともに介護知識・
技術の習得や仲間づくり等を
支援します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

目標７　商工業、農林水産業等の自営業における男女共同参画の推進

施策（１）意識改革と方針決定過程、経営への女性参画の推進

A

・お城まつりの物産展のブースにおいて、丸亀市
生活研究グループ連絡協議会が地元でとれた
野菜や加工品を販売している。また、購入者に
男女共同参画に関するチラシを配付するなどし
ている。
・飯山町生活研究グループ連絡協議会、綾歌町
生活研究グループ連絡協議会が「夏休み親子
料理教室」を開催し、男女児童の参加を呼びか
けている。

○

地元でとれた野菜や加工品を自
ら販売することで、今後の生産お
よび経営について考える機会に
してもらえた。
また、親子料理教室を開催する
ことで、主催者、参加者ともに家
庭での役割分担を意識するきっ
かけになった。

ア
農林水
産課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

　・認定農業者制度についてパンフレット等によ
り、広く周知した。
　《女性認定農業者数》
　　H23：7人／H24：7人／H25：7人
　　H26：9人／H27:10人
　　　→数値目標　H28：5人

○
女性が自らの経営に参画するこ
とで、農業分野における地位の
向上が図れた。

ア
農林水
産課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

施策（２）女性が住みやすく、働きやすい環境づくり

C エ
農林水
産課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・窓口で協定締結について説明等を行った。
　《家族経営協定の締結件数》
　　H23：28件／H24：30件／H25：30件
　　H26：30件／H27:34件
　　　→数値目標　H28：40件

○
家族経営の農業で、女性の経営
へのかかわり方を明確にし、地
位の確立が図れた。

ア
農林水
産課

A

・企業ニーズ調査の設問の内、商工業や小規模
事業者における女性参画率を把握できるように
調査した。（H25）
　《女性従業員が占める割合》
　　小規模事業者の回答者209社：36.5％
　　商業・サービス業の回答者142社：48.3％
　　製造業の回答者173社：28.7％

◎
市内企業における女性参画の実
態を把握できた。 ア

女性登用のための人材育成や職場環境改
善を支援する市助成制度をＰＲする。

産業振
興課

【49】男女共同参画意識
の確立

自営業の女性が自らの人生
を自主的に設計し、それぞれ
の能力を十分に発揮できるよ
うに学習機会を提供するな
ど、男女共同参画意識の確立
を支援します。

【50】方針決定過程、経
営への女性参画の推進

自営業の女性がその貢献に
見合う評価を受け、対等な
パートナーとして方針決定や
経営に参画していくことができ
るように関係機関と連携しな
がら啓発を進めます。

【51】高齢労働者に配慮
した生活支援

高齢女性への支援に配慮し
た各種サービスの展開や必
要な生活支援を進めます。

【52】女性が働きやすい
環境整備

自営業における男女共同参
画の実態を調査するととも
に、ワーク・ライフ・バランスの
実現のための支援を強化しま
す。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

目標８　地域・防災・環境、その他の分野における男女共同参画の推進

施策（１）地域の活動における男女共同参画の基盤づくりと推進

A

・女性リーダーの養成につながるよう、かがわ男
女共同参画推進員の活動に協力している。
・男女共同参画情報紙『ゆめ』を発行するに当た
り、地域で活動する女性たちによる座談会を開
催するなどして、連携して活動できるように支援
した。（H24）

○

地域コミュニティを活動母体とす
るかがわ男女共同参画推進員
のリーダーシップの下、地域の実
情に合わせた男女共同参画推
進が行われている。ただ、かが
わ男女共同参画推進員の任期
終了後の活動に対しては支援が
できていないため、地域における
活動が継続的に行われているか
不明である。

ア
男女共
同参画
室

A

・地域で実施している介護予防コミュニティ事業
において、地域の実情に合った取り組みが継続
できるよう、連絡会・研修会を開催している。
・認知症フォーラムを開催し、基調講演とシンポ
ジウムを行った。シンポジウムでは、発言者とし
て市内２か所のコミュニティから介護予防コミュ
ニティ事業について報告を実施。（H26）

○

介護予防コミュニティ事業を継続
して行っていく中で、コミュニティ
の様々な男女が活動する場がで
きている。

ア
地域の実状に応じた方法で継続的に実施
していく。

高齢者
支援課

A

・飯山町生活研究グループ連絡協議会、綾歌町
生活研究グループ連絡協議会が「夏休み親子
料理教室」を開催し、男女児童の参加を呼びか
けている。

○

料理をはじめとした家事に、男女
ともに幼少期から触れることで、
家庭での役割分担意識の目覚
めに役立った。

ア
農林水
産課

A

・男女を問わず、地域担当職員への希望者が増
加するように、活動状況や成果については、庁
内会議や庁内LANを通じて、全職員に分かりや
すく通知する。
・地域担当者会を定期的に開催し、保健師など
地域での女性の活動にもポイントを置き、担当
職員全体への浸透を図る。

○

地域担当者会を毎月開催し、活
動状況を報告することで、担当
職員間の情報共有が出来、男女
それぞれの目線で、共に今後の
活動について考えることができ
た。

イ
地域担当職員は、役員会に出席し、地域
の状況を把握し、地域で男女が共に活動し
ていけるよう助言を行っていく。

市民活
動推進
課

A
・コミュニティセンター市長懇談会を実施し、女性
からも多くの意見を伺っている。

○

懇談会の参加者から地域の課
題・問題に対する意見や提言を
受けるなど、市政への関心・意識
を高めることができた。

ア
女性の参加率を上げるため、開催の時間
帯や曜日の変更等を改善し、継続して実
施いたしたい。

秘書広
報課

A
・地域活動における男女共同参画を推進する
リーダーを養成するために、人権リーダー養成
講座を実施している。

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが地域における
男女共同参画について理解を深
めてもらえている。

ア
個々のﾗｲﾌステージに応じた、男女がとも
に活動しやすい環境整備に向け、今後も
引き続き啓発活動を行っていく。

人権課

【53】地域活動での男女
共同参画の推進

人生のさまざまな段階にある
男女が地域活動に参画し、生
活者の視点やニーズを取り入
れたまちづくりを進めるため
に、男女がともに活動しやす
い環境を整備します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・保護者も参加できるような子ども向けの行事を
休日に開催している。
・郷土の歴史講座等各世代にとって興味関心の
ある行事を開催している。
・図書館ボランティアの養成講座を継続的に開
催している。
　《ボランティア養成講座への参加者数》
　　　H23：26人／H24：26人／H25：47人
　　　H26：45人／H27：68人(H28年１月末現在)

○
親子での参加型の行事や地域
に根ざした生涯学習的な講座の
開催に努めた。

ア
今後も、親子や異年齢が楽しめる行事や
講座等に努める。

図書館

A

・専門家による市民活動団体等相談をモデル的
に３コミュニティセンターで行った。（H23）
・ホームページで活動団体の助成金等の情報提
供を行っている。
・市補助金により市民活動をはじめるきっかけづ
くりを支援するほか、協働事業に取り組むこと
で、幅広く担い手を創出している。

○

市と協働して事業を実施する新
たな団体もでてきており、多様な
人の係わりにより、これまでとは
異なる視点からの取組も見られ
るようになってきた。

ア

市民活動の担い手の多様性を確保するた
め、引き続き、市民活動を行うにあたって
のハードルを下げるべく、取り組みを進め
る。

市民活
動推進
課

C オ
具体的事業を実施する担当課を検討する
べき。職員課の事業とは考えにくい。

職員課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・お城まつりの総踊りやパレードに保育所や小・
中学生に参加を呼びかけている。また、観光行
事の事業計画を策定する時には女性もメンバー
として入っていただいている。

○

一定数の参加があったので、
徐々にではあるが地域の活性化
につながっている。また、女性目
線からの行事も計画された。

ア
引き続き、参加しやすい環境づくりに努め
ることで、地域の活性化につなげていくこと
と同時に、女性の参画も推進していく。

文化観
光課

施策（２）男女共同参画の視点からの防災体制の確立

A

・各コミュニティにおける自主防災訓練に女性に
も積極的に参加してもらっている。実際に参加す
ることにより、力のあまりない女性でもできる方
法などが試行されている。

○

コミュニティにおける防災訓練に
おいて、より多くの方に参加して
いただけるよう学校と共同で取り
組むなどした結果、相対的に女
性の参加者も増加し、様々な防
災･減災対応について、習得して
もらえた。

ア

より大勢の方に訓練に参加していただける
よう取組みを進めることで、相対的に女性
の参加者も増加することとなる。また、コ
ミュニティ等から防災関係について相談、
協議等があった場合、女性の視点が非常
に重要であることを助言することとしたい。

危機管
理課

A

・女性消防団員数を増やそうと、現在加入してい
る女性消防団員が、自分の周りの女性に加入の
呼びかけを行うなどしている。
　《女性消防団員数》
　　　H23：22人／H24：23人／H25：24人
　　　H26：24人／H27：23人(H28.3月現在)
　　　　→数値目標　H28：38人
・女性団員全員が応急手当指導員を目指すとい
う目標に取り組んでいる。

○

・女性消防団員数を増やそうと、
加入の呼びかけを行った結果、
新規加入が５名となった。その一
方で退団者が４名でたため、結
果として団員数は微増となった。
・女性団員全員が応急手当指導
員資格を取得することを目標とし
ていたが、毎回参加することが
困難な団員も多く、H28.3現在の
資格取得者は18名となってい
る。

ア

・応急手当指導員資格の取得は一段落と
し、防災訓練等で応急手当の普及啓発に
あたるとともに、分団員や幼児に対する普
及啓発も検討していきたい。

消防総
務課

【53】地域活動での男女
共同参画の推進

人生のさまざまな段階にある
男女が地域活動に参画し、生
活者の視点やニーズを取り入
れたまちづくりを進めるため
に、男女がともに活動しやす
い環境を整備します。

【54】ボランティア団体な
ど市民活動団体への支
援

男女が固定的な性別役割分
担意識にとらわれることなく自
主的な社会貢献活動に参画
できるように、ボランティア団
体やＮＰＯ法人などの市民活
動を支援します。また、女性
リーダー等の人材育成に向け
た支援を行います。

【55】地域おこし・観光振
興での男女共同参画の
推進

女性も参画することにより、新
たな視点で見直した地域おこ
しや観光振興を支援し、地域
を活性化させます。

【56】防災分野における
女性参画の拡大

防災分野における政策・方針
決定過程への女性の参画を
拡大するとともに、被災者を
対象としたさまざまな施策に
男女共同参画の視点を盛り
込み、災害が発生した場合に
は、多様なニーズを把握して
復興を支援します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

C オ
具体的事業を実施する担当課を検討する
べき。職員課の事業とは考えにくい。

職員課

A

・防災をテーマとする講演会を開催し、女性消防
団員や婦人防火クラブ、自主防災組織などに参
加を呼びかけた（H23）
・地域コミュニティにおいて、“防災”をテーマにし
た男女共同参画セミナーを開催した。（H23）

△
継続的な取り組みができていな
いため、効果はあまり見られな
い。

ウ

自主防災活動をはじめとする地域活動に
おいて女性の参画がどの程度進んでいる
か、意見交換などにより実態把握する。そ
の際に、地域活動における女性参画の大
切さを伝えていく。

男女共
同参画
室

施策（３）男女共同参画の視点にたった環境問題への取り組み

A

・男性にも環境問題に関心を持ってもらい、環境
保全に加わるよう促すことが必要であるため、男
性が7割を占める環境美化推進員や、環境にや
さしい事業所に対して、講演会などへの参加を
促している。

○

環境講演会の案内を環境美化
推進員や環境にやさしい事業所
へ行った結果、男性の参加者が
半数以上であった。

ア
引き続き、環境美化推進員や環境にやさし
い事業所に環境講演会の案内をし、参加
を促す。

環境安
全課

A

消費者サポーターの男性の割合は、40％を占め
ており、年3～4回実施している研修会では、女
性の関心が高いと思われる内容についても、男
女関係なく積極的に発言していただいている。

○

男女がそれぞれの経験や知識を
生かし、消費者問題について積
極的に意見交換することで、消
費者行政の推進に役立ってい
る。

ア
時代のニーズにあった研修を企画し、男女
が共に発言できるような場を提供する。

市民活
動推進
課

目標９　男性にとっての男女共同参画

施策（１）男性の意識改革への取り組み

A

・“ワーク･ライフ･バランスの推進”や“イクボス”、
“男性の育児休業取得促進”などをテーマに、講
演会や職員研修、研究会活動を実施している。
　《男性のライフセミナーの開催数》
　　H23：年２回／H24：年３回／H25：年３回
　　H26：年２回／H27：年３回
　　　→数値目標　H28：年３回

○

継続的に研修を行うことにより、
男性自身にとっても社会にとって
も、男性のジェンダーにとらわれ
ない生き方の大切さについて認
識が広がっている。

ア
男女共
同参画
室

B エ
市民活
動推進
課

【59】男性へのジェンダー
チェックの実施

ジェンダーチェックを行い、男
性自身が固定的性別役割分
担意識にとらわれていること
に気づくような学習機会を提
供します。

A
・男女共同参画セミナー開催時などにジェン
ダー･チェックを実施。

○
ジェンダーとは何かを理解してい
ただける機会となった。

オ
男女共
同参画
室

【58】男性の生き方を考
える講座の開催

男性がジェンダーにとらわれ
ない視点で自らの生き方を考
え、多様な生き方に気づくよう
に、学習機会を提供します。

【56】防災分野における
女性参画の拡大

防災分野における政策・方針
決定過程への女性の参画を
拡大するとともに、被災者を
対象としたさまざまな施策に
男女共同参画の視点を盛り
込み、災害が発生した場合に
は、多様なニーズを把握して
復興を支援します。

【57】環境問題、消費者
教育への男女共同参画
の取り組みの拡大

女性の関心が高い環境問題
や消費者教育に男性も参画
し、女性の豊かな知識や経験
を生かして推進します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

施策（２）男性の生活・自立能力を高める取り組み

A

・熟年者を対象とした男性料理教室や、食生活
改善推進員が実施する男性料理教室を開催。
・お城まつりなどの各種行事において、チラシを
配付。
・バランス食講習の男性参加者にレシピを配付。
　《病態別栄養教室（生活習慣病対策の栄養教
室）の男性の参加割合》
　　H23：20.8％／H24：13.0％／H25：17.4％
　　H26：19.1％／H27：8.9％
　　　→数値目標　H28：20.0％

○
男性料理教室等の開催で、男性
にバランスの取れた食生活を伝
えることができた。

ア 引き続き、実施する。 健康課

B オ
２８年度に、県の委託事業を活用し、父親
を対象とした料理教室の開催を計画中。

市民活
動推進
課

A

・父親の育児意識の啓発のため、『お父さんの子
育てメモリー』を配付。
・赤ちゃんを迎える教室（２回目：沐浴実習）への
父親の参加促進。
　《年間の平均父親参加者数》
　　H25：19人／H26：17人／H27：27人（2月末）

○
継続して取組んでいることによ
り、母子手帳交付時を始め、父
親の参加が増えている。

ア
父親の育児意識の向上のため、夫婦で参
加できる子育て講座を実施する。

健康課

A

保育参観や園行事、保護者会・ＰＴＡ活動等の
様々な機会を通して、子どもの成長や子育ての
喜び・楽しさなどを感じ、子育てに主体的に関わ
る意識を持てるよう、父親の参加を積極的に呼
びかけている。また、父親による保育助手体験
など、育児についての知識や技術が習得できる
ような取り組みも実施している。

○

保育所への送迎や保育参観等
の行事に父親の参加が増えてき
ており、家庭での意識付けが広
まってきていると考える。

ア
引き続き、様々な機会をとらえて、啓発や
支援を行っていく。。

幼保運
営課

A

・各幼稚園において実施している保育参観や保
育参加などの機会を捉え、父親の保育への意識
付けを行っている。幼児と一緒に遊ぶ方法や幼
児の表現の受け止め方などを実体験を通して、
子育てへの興味・関心を促していくように取り組
んでいる。
・地域の中学生や高校生の職場体験学習を積
極的に受け入れ、中・高生から幼児の子育てへ
の関心を育てている。特に男子の受入を積極的
にしている。

○

・ＰＴＡ活動への積極的な参加や
幼稚園の送迎、行事への参加率
など、積極的に子育てに参加し
ている父親の姿が多く見られて
いる。

ア

・未就園児家庭や在園児家庭へのさらなる
アプローチの方法、さまざまな事業との連
携など模索していきながら、さらに男性の
育児に対する意識の高揚を図っていく必要
がある。

県教育委
員会と連
携した取組
などを検討
したい。

学校教
育課

B エ
市民活
動推進
課

A
・お父さんのための読み聞かせ講座や、お父さ
んとふれあえる科学あそびや手作り工作などを
実施。

○

父親を対象とした行事を行うこと
で、子どもへの読み聞かせの実
践を学ぶ機会や工作や読み聞
かせを一緒に楽しむことで子ども
と父親の絆が深まった。

ア
今後も父親が参加できるような行事を開催
し、男性が自然と育児に係わっていけるよ
う働きかける。

図書館

【60】男性による家事 家族の一員としての責任を果
たし、家庭生活における自立
を促すため、男性が家事に対
する知識や技術を習得できる
ように支援します。

【61】男性による育児 妊娠・出産・育児において男
女が協力し、共に子育ての楽
しさを分かち合うことが大切で
す。そのため、男性が育児に
対する知識や技術を習得でき
るように支援します。また、男
性が親としての意識を持ち、
主体的に育児に関われるよう
に、さまざまな取り組みを支援
します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

【62】男性による介護・看
護・介助

ともすれば女性に集中する傾
向が強い介護等への男性の
参画を促すため、男性が介護
等に対する知識や技術を習
得できるように支援します。ま
た、介護休暇制度の利用をは
じめ、男性が主体的に介護等
に関われるよう取り組みま
す。

A

・認知症家族交流会を開催し、初回には男性の
介護経験者の講話を実施。
・男性を対象とした認知症家族のための支援講
座を実施。
・月１回定例で認知症カフェを開催し、ミニ講座、
専門職への相談、介護者同士の交流を実施。

○
設定・内容・周知等を工夫するこ
とで男性の参加を増やすことが
できた。

ア
引き続き、男性の参画を促すまた男性が
参加しやすい取り組みを検討し実施する。

高齢者
支援課

施策（３）男性の心身の健康づくり

A

・こころの健康に関する講演会を実施。
・うつに関するチラシ、パンフレットの配布、ホー
ムページ等による情報発信を行っている。
・心の健康相談実施。
　《こころの健康相談日の設置回数》
　　　H23：年16回／H24：年18回　H25：年12回
　   　H26：年12回／H27：年12回
　　　　→数値目標　H28：年24回

○

生きがいについての講演会を開
催し多くの参加者があった。ま
た、小学校に働きかけて、親子
川柳の募集など心の健康に関す
る啓発に取り組み、家族の絆な
ど考えるきっかけ作りになった。

ア
引き続きあらゆる機会を捉え、啓発を行っ
ていく。

健康課

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

【64】男性に向けた健康
づくり

男性の生活・自立能力を高め
るような、「食」を含めた心身
の健康維持についての情報
提供を積極的に進めていきま
す。

A

食生活改善に関することや前立腺がんなど検診
の重要性などを栄養相談、健康教育等を通して
啓発している。
　《前立腺がん（40歳以上の男性）検診受診率》
　　　H23：27.9％／H24：31.3％／H25：35.0％
　　　H26：36.6％／H27：36.4％
　　　　→数値目標　H28：40.0％
　《熟年者を対象とした男性料理参加者数》
　 　 H24：12人／H25：19人／H26：27人／
　  　H27：29人

○

継続して啓発を行うことにより、
がん検診の受診率が向上してい
る。また、食に関心のある男性が
増えている。

ア
引き続きあらゆる機会を捉え、啓発を行っ
ていく。

健康課

目標１０　男女の自立に向けた力を高める取り組み

施策（１）生活困窮者等への自立支援

A

・平成25年度から、「ひとり親家庭等子育て支援
事業」を開始。就労支援及び育児負担の軽減を
図るため、ファミリー・サポート・センター事業、病
児・病後児保育事業、保育所一時預かり事業を
利用した際の利用料の半額を助成している。

◎

徐々にではあるが、この事業を
利用する母子家庭数も増加して
おり、就労支援や育児負担の軽
減を図ることにより、経済的自立
につながっている。

ア
引き続き、この事業についての周知を積極
的に行っていく。

子育て
支援課

【63】自殺予防対策 精神面で孤立しやすい男性
が過労死や自殺に至らないよ
うに、周囲の人たちも含めた
啓発や質の高い相談体制を
充実させます。

【65】母子家庭への支援 母子家庭の経済的自立に向
けて、就業相談や職業訓練な
ど、就業のための多様な支援
対策を推進します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・母子世帯向けとしての住宅確保に努めている。
　《希望件数、提供数》
　　H24：49件、8件／H25：32件、6件
　　H26：53件、8件／H27：27件、9件

○
H26.10月募集分から母子向けの
提供数を増やしており、抽選に
おける倍率が低減された。

ア
引き続き、住宅の募集時に同程度の提供
数を確保していく予定である。

公共施
設管理
課

【66】父子家庭への支援 就労状況や子どもの実情を把
握し、父子家庭の実態に応じ
た支援を行います。

A

・平成25年度から、「ひとり親家庭等子育て支援
事業」を開始。就労支援及び育児負担の軽減を
図るため、ファミリー・サポート・センター事業、病
児・病後児保育事業、保育所一時預かり事業を
利用した際の利用料の半額を助成している。制
度の利用者数は増えているが、平成26年度まで
で父子家庭の利用はなし。

△

この事業を開始した平成25年度
以降、父子家庭の利用が皆無で
あったことから、父子家庭の実態
に応じた事業であるのかを検証
する必要がある。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉え周知を積極
的に行っていく。

子育て
支援課

A

・学校教育サポート室が、各小中学校における
子どもたちの状況を把握し、相談および指導・助
言を行い、必要に応じて関係機関や専門家につ
ないでいる。

○

・各学校を訪問し、支援が必要な
児童生徒の情報収集を行い、教
員へも助言を行った。また、専門
家によるカウンセリングを実施し
たり、関係機関と連携して対応し
ている。

ア

・引き続き、不登校児童生徒を中心に現状
を把握し、未然防止と解決に至るために、
さらに専門家や関係機関と連携していく必
要がある。

学校教
育課

B エ
市民活
動推進
課

A

・さぬき若者サポートステーションが実施する市
役所での出張相談の開催に協力。（年間12回）。
また、ホームページ等でさぬき若者ステーション
の事業内容について周知。
・ハローワークやさぬき若者サポートステーショ
ン、香川求職者総合支援センターなどと連携し、
定住自立圏域就職面接会の会場において就活・
職業相談コーナーを設置。

○

さぬき若者サポートステーション
と連携・協力することで、若者の
就労や就労するための支援に繋
がった。

ア 引き続き関係機関と連携し支援する。
産業振
興課

B オ
子育て
支援課

A

就学奨励費支給制度を実施し、経済的理由に
よって小中学校への就学が困難な児童生徒の
保護者に対して、学校給食費・学用品費・修学旅
行費等を援助する。
　《援助率》
　　H23～H25：14.3％／H26年：14.6％／
　　H27：14.8％（H28.2月末現在）

◎

援助率は増加傾向にあり、ひとり
親家庭の受給者が多くを占めて
いる。就学奨励費の支給により
教育費の負担軽減につながって
いる。

ア 今後も同様の取り組みを実施する。
教委総
務課

【65】母子家庭への支援 母子家庭の経済的自立に向
けて、就業相談や職業訓練な
ど、就業のための多様な支援
対策を推進します。

【67】ニート・引きこもりな
ど若者への支援

ニートや引きこもりの若者に
関する情報を収集するととも
に、よりよい相談方法や支援
組織を構築していきます。

【68】福祉制度などの充
実

母子・父子家庭の区別なく、
教育費の負担軽減など世帯
や子どもの実績に応じた各種
福祉施策を実施することによ
り、ひとり親家庭の自立と子
育てを支援します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・生活困窮者自立支援制度が平成27年度から
施行された。生活困窮者に対し、自立相談・住居
確保給付金・就労準備・家計支援等の事業のほ
か、「貧困の連鎖」を防止するため、小・中学生
向けの学習支援事業を実施している。

○

27年度、生活保護受給世帯に加
え、生活困窮世帯で小・中学生
のいる世帯のうち、希望者を対
象に週1回の学習支援対象を拡
大した。12月現在、小学生11名・
中学生10名が登録していが、参
加者の能力に応じての支援を
行っている。

ア

生活保護・生活困窮世帯を対象に、28年
度の参加希望の有無についての調査を行
い、保護者説明を経て4月より実施予定で
ある。週1回の学習支援だけでなく、夏休み
などを活用しての屋外活動も計画してお
り、生活力向上を図るﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑも検討中で
ある。

福祉課

施策（２）高齢者の自立支援

A

平成27年度から、介護予防コミュニティ事業を全
コミュニティで実施。介護予防のための体操教室
をコミュニティセンターなどで行うことにより、身近
な場所で介護予防の取り組み、仲間づくりが行
えている。
　《介護予防コミュニティ事業の実施地区数》
　　H23：９地区／H24：11地区／H25：14地区
　　H26：17地区／H27：17地区
　　　　→数値目標　H28：17地区

○

高齢者の身近なところで体操教
室や集まる場等の環境ができる
ことで、地域の中で高齢者の自
立支援について理解を深めても
らえている。

イ
高齢者が参画し、自立支援に向けて自ら
が取り組んでいけるよう、事業の検討を行
い実施する。

高齢者
支援課

A
各コミュニティで、健康体操や高齢者見守り、訪
問など様々な取り組みを実施いただいている。

◎

各地区で、それぞれの地域に
あった高齢者支援の取組を実施
することで、高齢者が地域で安
心して暮らせる環境づくりがなさ
れている。

ア
地域がそれぞれの高齢者支援の事業に取
り組めるように、資金面の援助として、まち
づくり補助を継続して実施する。

市民活
動推進
課

A

・平成25年9月1日から、ごみのふれあい戸別収
集を行っている。要介護及び要支援、障がい者
の認定を受けた方を対象としている。
　《実施件数》　H24：28件／H25：51件／
　　　　　　　　　H26：79件／
　　　　　　　　　　H27：109件（H27.12現在）

○

継続して高齢者支援課など関係
部署との連携により男女を問わ
ず高齢者などの生活自立に向け
た環境整備が図られている

ア
引き続き関係部署との連携により周知し、
呼び掛けなどを行う生活自立の支援活動
を実施する

クリーン
課

A

・シルバー人材センター運営のための補助金を
支出し、活動を支援している。また、出前講座や
民生委員会、福祉ママの会などの高齢者サービ
スの説明の中で、シルバー人材センターの内容
紹介を行い、更なる利用を勧めている。

◎

平成26年度のシルバー人材セン
ターの就業延日人員は115,645
人日であり、高齢者の雇用機会
の創出、社会参加による生きが
いづくりの場の提供が行われて
おり、高齢者の自立に大いに有
効である。

ア

継続してシルバー人材センターに運営のた
めの補助を行い、組織の周知を図ること
で、今後更に増加が予測される高齢者の
自立の支援、生きがいづくり等の手段とし
て活用して行く。

高齢者
支援課

A

・年金や介護などをテーマとする特別教養講座
を随時開催している。
・生涯学習クラブの団体紹介を広報丸亀で行っ
ている。

○
税金・保険制度や終活講座等を
開催したが、高齢者の方々の積
極的な参加がうかがえた。

ア
講座の開催や学習クラブの支援を行いな
がら、学習成果を時代に合った形で地域に
還元できる仕組みを検討していく。

市民活
動推進
課

【68】福祉制度などの充
実

母子・父子家庭の区別なく、
教育費の負担軽減など世帯
や子どもの実績に応じた各種
福祉施策を実施することによ
り、ひとり親家庭の自立と子
育てを支援します。

【69】高齢者が住みなれ
た家庭・地域で安心して
暮らせるための生活自
立に向けた取り組み

高齢者が、地域で安心して暮
らしていくための環境整備を
図り、地域社会全体で高齢者
の生活自立を支援します。

【70】高齢者の就業支
援・能力開発・社会参画
促進

高齢者が、意欲・能力に応じ
て、安心と生きがいを持って
社会参画できるような機会を
提供します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

【71】高齢者の現状把握
と相談業務の充実

高齢者を取り巻く実情を把握
し、必要な情報を提供するとと
もに、多様な相談ニーズに対
応できるよう、相談業務を充
実させます。 A

・市内７か所のブランチが地域の身近な相談窓
口として活動するとともに、各ブランチにおいて
介護教室の開催時に介護に関する個別相談会
を開催している。
・地域包括支援センター職員、ブランチ担当職員
が各コミュニティの民生委員等の会合に出席す
るなどして、ブランチの役割や介護教室について
周知している。

○

各ブランチで年2回ずつ介護教
室に併せて相談会の実施が市
民に定着しつつある。
地域の会合に出席することで、
民生委員や自治会長等地域の
役員の方から、ブランチの窓口
に相談するケースが増加傾向に
ある。

ア

今後は、介護教室や相談会の実施場所
を、各ブランチ関連施設ではなく、地域のコ
ミュニティセンター等、身近で参加し易い環
境で実施できるよう検討、推進する。

高齢者
支援課

施策（３）障がい者の自立支援

A

障がいのある人の在宅生活を支援するため、障
害福祉サービスや地域生活支援事業のサービ
スを提供している。サービスの利用実績は増加
傾向にあるが、なかでも訪問系サービスの伸び
が著しい。

○

相談支援事業所との連携等によ
り制度の周知啓発が図られ、
サービスの利用が増加してい
る。必要なサービスの提供によ
り、障がいのある人が住み慣れ
た地域で生活できるよう支援して
いる。

ア
必要なサービスの提供により、引き続き障
がいのある方の在宅生活を支援していく。

福祉課

A

・市営住宅において、低層階への住み替え支援
を実施している。
・既存施設の改築・改修時に障がい者に即応で
きるよう、適宜研究・検討を加え、業務に当たっ
ている。

○

中層階から低層階への住み替え
を行うことにより、身体機能の制
限を受けることとなった入居者の
居住の安定が図れている。

ア
引き続き低層階への住み替え支援を実施
していく。

公共施
設管理
課

A
・通学路のカラー化実施。（H26～H28の合計距
離目標：23.6km）

◎
継続してカラー化を行うことによ
り、障がい者が安心して歩ける
環境を整備できている。

ア
引き続き通学路のカラー化を行い、平成28
年度で完了予定。

建設課

A

・平成25年9月1日から、ごみのふれあい戸別収
集を行っている。要介護及び要支援、障がい者
の認定を受けた方を対象としている。
　《実施件数》　H24：14件／H25：14件／
　　　　　　　　　H26：8件／
                   H27：9件（H27.12現在）

○

継続して福祉課など関係部署と
の連携により男女を問わず障が
い者などの生活自立に向けた環
境整備が図られている

ア
引き続き関係部署との連携により周知し、
呼び掛けなどを行う生活自立の支援活動
を実施する

クリーン
課

A

・大活字図書や点字資料、朗読テープ（CD）など
の充実。
・地元で図書を借りられるよう、移動図書館車
「白鳥号」の運行、郵送貸出サービスを実施。

○

大活字本や点字資料、朗読ＣＤ
を購入し、提供できる資料の増
加を図ったことにより、高齢者や
障がい者に対応しやすい環境を
整えられている。

ア
継続して事業を行い、高齢者や障がい者
が余暇を楽しめる環境づくりの整備に努め
る。

図書館

A

障がい者スポーツ大会の実施や、移動支援事
業・手話通訳者派遣など各種サービスの提供に
より、障がいのある人の社会参画を図っている。
また、障がい者団体の活動や行事に助成を行い
支援を行っている。

○

障がいのある人の社会参画を促
進する事により、様々なハンディ
を抱えた方に対する配慮が広が
り、ノーマライゼーションの理念
の浸透が図られている。

ア
引き続き、必要なサービスの提供等を行
い、障がいのある人の社会参画を支援して
いく。

福祉課

【72】障がい者の住みや
すい環境整備

障がい者が地域で安心して暮
らせるように、介助者は仕事
と介護・介助が両立できるよう
に、さまざまな制度を活用しな
がら、環境整備に努めます。

【73】ノーマライゼーショ
ンの理念に基づいた社
会参画の促進

ノーマライゼーションの理念に
基づいて、障がいのある人も
ない人も、共に生活し活動で
きるように、障がい者の自立
や社会参画を支援します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

【74】情報提供と相談業
務の充実

障がい者を取り巻く実情を把
握し、必要な情報を提供する
とともに、多様な相談ニーズ
に対応できるように、相談業
務を充実させます。

A

障がいのある人や家族などの相談窓口として、
市内にある相談支援事業所（３か所）で一般相
談事業を実施している。平成26年度相談件数（3
か所合計）・・14,468件

○

様々な相談を通じて、障がいの
ある人の現状やニーズの把握が
行えている。また、本人や家族の
状況に応じて、必要なサービス
の提供につながっている。

ア
引き続き障がいのある人や家族の実情把
握に努めて、必要な支援を行っていく。

福祉課

施策（４）外国人の自立支援
【75】外国人向け相談体
制の充実

外国人、特に外国人女性が
相談しやすいように、実態を
踏まえた相談体制を充実させ
ます。

A

・国際交流協会と連携して、市の担当課からの
要請に応じて随時対応。
・外国人からの相談を事前予約により受付けて
いる。
　《対応件数》　H24：393件／H25：445件
　　　　　　　　　 H26：655件／
                   H27：870件(H28.1.25現在)
・H27年4月に丸亀市国際交流協会の場所を秘
書広報課内から市民相談室へ移動。

○

主な相談窓口である丸亀市国際
交流協会の場所を市民相談室
へ移動したことにより、外国人の
プライバシー等にも配慮した相
談体制が強化された。
多岐にわたり、また解決するまで
に長期化する内容の相談が増え
ていることから、必要に応じて他
機関への橋渡しをしたり、情報提
供することが必要となっている。

ア

在住外国人をはじめ、外国にルーツを持つ
県内の児童生徒の半数近い100名が市内
で居住していることから、企業等受入外国
人や技能実習生に対する生活指導・学習
の支援体制を充実していく。
また、周知広報の一層の工夫と、相談に対
応する人材の育成を図る。

秘書広
報課

A

・丸亀市国際交流協会と連携し、日本語教室に
ついて広報紙などでのPRを随時実施。
・H26年10月から中国語の堪能な職員を増員。
・市担当課から市内外国人へ出す通知文書を翻
訳。
　《翻訳件数》　H25：81件／H26：72件／H27：59
件(H28.1.22現在)
・団体等の要請により、団体に属する外国人に
対して生活指導を実施。
・国際交流協会のフェイスブックを「やさしい日本
語」「英語」「スペイン語」「中国語」の４か国語で
対応し、情報を充実させている。

○

日本語教室の開催・参加をきっ
かけに、市民との交流を図りな
がらコミュニケーションをとること
により、外国籍住民が安心して
暮らせる環境を整えることが可
能となる。

ア

外国人の使用率が高いフェイスブックを充
実させ、災害時等の緊急連絡や情報提
供、日本語教室の情報を積極的に配信し
ていくなど、国際交流協会と連携し、多文
化共生社会の形成に向けて事業を継続さ
せていくこととする。

秘書広
報課

A
・外国人向け利用案内の配布（英語、中国語、ス
ペイン語）、洋書の購入、新聞・雑誌の閲覧や貸
し出しを行っている。

○

図書館見学に来た外国人児童
に大人用の利用案内も一緒に渡
すようにしたり、同じ絵本を日本
語と外国語の本で合わせて並べ
て展示し、多言語の資料提供に
努めた。

ア
現状のサービスを継続し、多言語の資料
収集に努める。

図書館

A

・日本語指導者を、市内小学校内の日本語適応
支援教室に派遣している。
・日本語が十分理解できない外国人児童・生徒
に対し、初歩的な日本語指導を行っている。

○

・日本語を集中して指導したり、
日本の文化等を教えたりするこ
とで、早期に学校になじめるよう
になってきている。

ア
・引き続き、取組内容を工夫しながら日本
語指導を徹底していく必要がある。

学校教
育課

【76】生活関係情報を入
手しやすい環境づくり

外国人の自立した生活を支援
するために、日本語教室を開
催するとともに生活情報を多
言語で提供します。

【77】外国人幼児・児童・
生徒の保有・教育への
配慮

外国籍の子どもの就学等に
ついて、実態を踏まえた支援
を行います。

【73】ノーマライゼーショ
ンの理念に基づいた社
会参画の促進

ノーマライゼーションの理念に
基づいて、障がいのある人も
ない人も、共に生活し活動で
きるように、障がい者の自立
や社会参画を支援します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

母国の習慣の違いなども理解しながら、日本で
の生活習慣や日本語の習得ができるよう、子ど
もへの丁寧な関わりを行っている。また、翻訳ア
プリの活用や母国語で翻訳した文書による通知
など、保護者への支援も行っている。

○

言葉の壁による意思疎通の困難
さはあるが、日々の保育のなか
で、子どもひとりひとりの家庭背
景や個別の状況にあわせた支
援をすることで、子どもの健やか
な成長や日本での生活への適
応能力につながっている。

ア
引き続き、子どもや保護者への支援を行っ
ていく。

幼保運
営課

目標１１　女性に対するあらゆる暴力の根絶　【丸亀市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援に関する基本計画】

施策（１）女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり

A

・「丸亀市家庭等における暴力対策連絡会」の中
で、女性に対する暴力に関する実態報告を行っ
ている。
・女性に対する暴力の根絶に向け、啓発チラシ
を広報丸亀に挟み込んで全戸配布した。（H25 、
H26）

△

ＤＶ等暴力の被害者が一人で悩
まずに、専門機関に相談するこ
とが問題解決への第一歩と考え
ている。しかし、平成27年度に実
施した市民アンケートによると、
「市・県の相談員や機関に相談し
た」と回答した人の割合は4.9％
と非常に低かった。

オ
市民と直接接することの多い民生委員や
福祉ママなどの関係者ともっと連携を深め
る必要がある。

男女共
同参画
室

A
・セクシュアル・ハラスメント予防に関する職員研
修を実施している。

○
効果測定を数値化するのは困難
であるが、継続して啓発等を実
施していく必要性はある。

ア 職員課

C エ
学校教
育課

A

・防犯協会と連携して行う防犯教室などで、ＤＶ
への対処情報や女性向けの防犯情報を掲載し
たリーフレットにより啓発を行っている。
・小学校高学年・中学生を対象に募集した防犯
ポスターのテーマに“女性の防犯”を設けるなど
して、啓発を行っている。

○
徐々に女性の防犯意識が高まっ
ている

ア
引き続き、防犯協会と連携し、機会をとらえ
て情報発信を行う。

環境安
全課

A
・成人式パンフレットに啓発記事を掲載するなど
して、デートDV予防の啓発を行った。

○

成人が見てくれるパンフレットに
啓発記事を掲載したことで、ある
程度の啓発効果があったと思わ
れる。

オ
男女共
同参画
室

C エ
学校教
育課

【77】外国人幼児・児童・
生徒の保有・教育への
配慮

外国籍の子どもの就学等に
ついて、実態を踏まえた支援
を行います。

【78】市と市民の連携に
よる予防啓発・学習の充
実

配偶者等からのＤＶ等暴力の
実態把握に努め、男女がお互
いの人権を守り、尊重しあい
ながらパートナーシップを構
築するように、あらゆる機会を
通じて啓発活動を進めます。

【79】若年層への予防啓
発、教育・学習の充実

暴力を伴わない人間関係を
築くため、若年層に対する予
防啓発や教育・学習を推進し
ます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A
・丸亀市企業人権・同和推進協議会総会時の研
修の中で、セクシュアル・ハラスメント防止に向け
た啓発を実施。（H25）

△

セクシュアル・ハラスメント防止に
向けた継続的な取組ができてい
ないため、啓発効果がほとんど
見られない。

オ
庁内の関係課をはじめ、国などの関係機
関とも、もっと連携していくことが必要であ
る。

男女共
同参画
室

B オ 次期プランで取組み見直し
産業振
興課

A

・校長会の中で、セクシュアル・ハラスメント防止
についての指導を行っている。
・各小・中学校にセクシュアル・ハラスメントの相
談窓口となる教員を、児童・生徒、教員の別に設
けている。

○
園・校長会で、具体的事例を通し
て指導することで、着実に各園・
学校で周知徹底している。

ア
引き続き、あらゆる機会をとらえながら、ま
た手段も工夫しながら指導を徹底してい
く。

学校教
育課

B エ
市民活
動推進
課

A

・自治会（町内会）からの申請に基づき、電柱な
どにLED防犯灯等を設置している。
　《防犯灯の設置数》
　　　H23：68／H24：136／H25：251
　　　H26：338／H27：417（１月末現在）
　　　　→数値目標　H28：531

○

自治会などの要望について条件
を満たした箇所はＬＥＤの防犯灯
を設置し、女性や子どもなどすべ
ての人の犯罪被害の軽減を図れ
ている。

ア
安全・安心な生活環境整備のため、自治
会などの要望について引き続きＬＥＤ防犯
灯等の設置を実施する。

建設課

A

・香川県の安全・安心まちづくり推進事業（平成
22年度～24年度）を利用して、防犯灯のLED化
を進めたり、研修会を開催したりした。
・地域で自主的に防犯パトロールを実施している
団体（自主防犯パトロール隊）のパトロール活動
の支援を行っている。

○

子どもの登下校時間に合わせて
のパトロールだが、家の前で居
るだけでも、犯罪を抑止する「目」
になるという意識は高まってい
る。

イ

自主防犯パトロール隊の意見交換会へ参
加し、活動支援に努める。
市職員による青色防犯パトロールも充実さ
せ安全安心のまちを目指す。

環境安
全課

A 住宅内の防犯状況の確認等に努めた。 ○
住宅内の防犯状況の把握及び
住民意識の醸成が図られた。

ア
引き続き定期的に防犯状況の確認等を
行っていく。

公共施
設管理
課

A
各学校において、家庭・地域の協力を得ながら
交通安全パトロールを随時実施している。

◎

多くの市民や関係機関の協力を
得て組織的に実施することより
交通安全及び犯罪抑止に大い
に役に立った。

ア
引き続き、取組内容を工夫しながら実施す
る必要がある。

学校教
育課

A

・公園内の樹木の剪定、支障樹木の伐採などに
より、見通しを確保している。
・公園の夜間照明灯を改修し、明るさを確保して
いる。

◎

公園内の樹木剪定と、夜間照明
等の改修により、見通しのよい
明るい公園として整備し、防犯効
果が向上した。

ア

・公園内の樹木の剪定、支障樹木の伐採
などにより、見通しを確保する。
・公園の夜間照明灯を改修し、明るさを確
保する。

都市計
画課

C エ
子育て
支援課

【80】セクシュアル・ハラ
スメントのない環境づくり

セクシュアル・ハラスメントは、
女性の尊厳を傷つけ能力の
発揮を妨げる社会的に許され
ない行為です。雇用の場だけ
でなく学校や地域等社会全体
におけるセクシュアル・ハラス
メント防止に向けた啓発や研
修を推進します。

【81】犯罪防止に配慮し
た環境整備

犯罪被害が発生しないように
犯罪防止に配慮した施設を普
及させ、安全・安心のまちづく
りを推進します。

【82】再発防止への取り
組み

配偶者やパートナーからの暴
力被害の再発を防ぐため、加
害者更生プログラムについ
て、その効果的な実施方法を
含めた調査研究を進めます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

C エ
男女共
同参画
室

施策（２）相談体制の拡充、整備
【83】相談員の資質向上
のための研修充実

カウンセリングの手法を身に
付けるとともに、被害者の更
なる被害（二次的被害）が生じ
ない配慮をするなど、被害者
の人権に配慮した対応を行う
ように、相談員の資質向上に
努めます。

A

・増加する相談件数に対応するため、相談員を
増員し、被害者への支援の強化を行っている。
・相談員に、香川県の児童福祉司任用資格認定
講習や各研修を受講させることにより、質の確保
に努めている。
・各関係機関と連携するため、定期的に支援方
針会議に出席している。

○

保育所所長経験者を相談員とし
て雇用し、4名体制としたことで被
害者への支援の強化に繋がっ
た。また関係機関主催のケース
会議に出席するなど、経験を積
むことで相談員の資質向上に努
めることができた。

ア
子育て
支援課

【84】相談員への心理的
ケア

相談員の深刻なストレスに対
処するため、精神的ケアの取
り組みを推進し、相談対応能
力維持に努めます。 A

・週１回のミーティングを確実に、丁寧に実施して
いる。相談員が一人で抱え込まず、チームワー
クで対応することを心がけている。
・職員課が行っている健康相談やメンタル相談も
活用するよう促す。

○

相談員間での情報交換や、ミー
ティングにおいて自分の抱えて
いるケースの方向性を見出すこ
とができるなど、相談員の精神
的ケアに対する取り組みが行え
ている。

ア
窓口や電話相談等が集中すると、ミーティ
ングができない時もあったので、引き続き
確実に丁寧に行っていく。

子育て
支援課

A

・ホームページや広報丸亀に相談窓口を掲載し
ている。特にH25、H26には、女性に対する暴力
に関する相談窓口一覧を記載したチラシを広報
に折り込み、全戸配付した。
・ポケットティッシュやマスクなどに女性相談の電
話番号を記載し、セミナーなどの際に配付してい
る。

△

平成27年度に実施した市民アン
ケートの結果によると、相談窓口
として「知っている」と答えた人の
割合は、「警察」が69.3％、「丸亀
市女性相談」が19.1％、「香川県
子ども女性相談センター」が
19.1％という結果だった。市や県
の相談窓口の認知度はまだまだ
低く、周知が十分とはいえない。

ア
方法をもっと工夫しながら、継続的に啓発
を行っていくことが必要。

男女共
同参画
室

B オ
必要性は感じているが、現在の庁舎内相
談室の環境を勘案した上で、検討していく
必要がある。

子育て
支援課

施策（３）被害者の自立支援

A

・丸亀市家庭等における暴力対策連絡会を開催
し、家庭等における女性や子ども、高齢者、障が
い者などの弱い立場にある者に対する暴力対策
について、関係機関との連携強化に努めてい
る。

○

丸亀市家庭等における暴力対策
連絡会の開催によって、関係機
関と共通認識を持つことが可能
になっている。

ア
実態把握と情報交換がもう少し効果的にで
きるように、会議の内容や進め方を工夫す
る。

男女共
同参画
室

【82】再発防止への取り
組み

配偶者やパートナーからの暴
力被害の再発を防ぐため、加
害者更生プログラムについ
て、その効果的な実施方法を
含めた調査研究を進めます。

【85】相談窓口の周知及
び充実

配偶者暴力相談支援センター
のような機能を持った相談窓
口を整備し、プライバシーの
保護、安心と安全の確保な
ど、暴力を受けた女性が相談
しやすい環境を整備していき
ます。

【86】被害者の状況に配
慮したきめ細やかな切れ
目ない保護、自立支援

被害を受けた女性の立場を
十分考慮したサポート体制の
充実に努めるとともに、被害
者の状況に応じて迅速に対応
できるように、関係機関と連携
を取りながら各種相談による
精神的な支援をはじめ、住宅
の確保、就業支援の実施な
ど、被害者に向けた総合的な
支援を実施します。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・相談員の増員を行い、被害者等への支援体制
の強化を行っている。
・DV対策ネットワーク会議、DV対策ネットワーク
代表者会議を開催するなどして、関係各課及び
関係機関との情報共有、連携強化を行ってい
る。
・相談員としての資質向上のため、定期的に研
修会に参加している。

○

相談員を1名増員して4名体制と
したことや、ＤⅤ対策ネットワーク
会議等の開催により関係各課や
関係機関等との情報共有、連携
強化を行うことで、よりきめ細や
かな支援を行うことができた。

ア
子育て
支援課

A

・丸亀市家庭等における暴力対策連絡会に参加
し、関係機関との連携に努めている。
・高齢者虐待防止等実務者会議を開催し、事例
検討を行っている。
・随時研修に参加し、事例検討などを通して対応
について学んでいる。

○

連絡会や研修に参加すること
で、相談内容に応じた適切な支
援機関での支援ができるように
なった。

ア
関係機関とのさらなる連携を図ることで、
被害者が安心して生活できる支援体制の
構築を目指す。

高齢者
支援課

A

・平成24年10月１日に障がい者虐待通報の24時
間窓口を設置した。
・平成25年８月１日に「被虐待障害者の緊急一
時保護に関する協定」を社会福祉法人香川県社
会福祉事業団と締結し、被虐待障がい者の緊急
避難場所を確保した。
・丸亀市家庭等における暴力対策連絡会に参加
し、関係機関との連携強化に努めている。

○

障がい者虐待防止センターの設
置により、24時間通報を受理す
る体制が整っている。また、被虐
待障がい者の支援について、障
がい者虐待防止センターと連携
して支援を行なっている。

ア
引き続き、障がい者虐待防止センターと連
携して支援を行なっていく。

福祉課

目標１２　生涯を通じた女性の健康支援

施策（１）性差に配慮した健康づくり

A

・ウォーキングコースを紹介する冊子を作成し
た。家庭で気軽に取り組める運動などを、広報
丸亀の折り込みや、フェスタで配付するチラシな
どで紹介している。
・健やかまるがめ21フェスタにおいて、ウォーキ
ングコースの入ったうちわを配付したり、講演を
行ったりして啓発している。
・市内小学生から健康づくりのポスターを募集。

○
継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、健康意識を
高めることができている。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉えながら啓発
を行っている。

健康課

A
・各校とも「食に関する指導の全体計画」に基づ
き、学校教育活動全体において食育指導を行っ
ている。

○

・給食センターの栄養士をゲス
ト・ティーチャーとして招き、食育
に係る授業をおこなうなど工夫し
た取組が展開されている。

ア
引き続き、取組内容を工夫しながら実践す
る必要がある。

学校教
育課

【86】被害者の状況に配
慮したきめ細やかな切れ
目ない保護、自立支援

被害を受けた女性の立場を
十分考慮したサポート体制の
充実に努めるとともに、被害
者の状況に応じて迅速に対応
できるように、関係機関と連携
を取りながら各種相談による
精神的な支援をはじめ、住宅
の確保、就業支援の実施な
ど、被害者に向けた総合的な
支援を実施します。

【87】健康・体力づくりへ
の支援

健康的な食生活習慣の確立
や適切な運動習慣の普及な
ど、疾病予防のみならず、健
やかに年を重ねるための体力
づくりや心身の健康づくりへ
の支援を、各世代にあわせて
行います。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

A

・ホームページや「給食だより」を通じて、食育情
報を提供している。その際、レシピや食材検査に
関する情報等を掲載し、男性にも読みやすい内
容となるよう配慮している。

◎

試食会のアンケート等でも、給食
献立の活用ができている評価が
ある。また、学校給食の献立を
ホームページへの掲載依頼も電
話であり関心を持ってもらってい
る。

ア
栄養バランスのよい献立などホームページ
等で周知して、食生活の改善の情報提供
を行う。

学校給
食セン
ター

【88】生涯スポーツ活動
における女性の活動促
進

スポーツ団体における女性の
参画拡大に向けた取り組みを
促進し、女性が手軽にスポー
ツに参加できる環境を整備し
ます。

B オ

丸亀市体育協会婦人部が、地域や家庭に
おける健康・体力づくりを、意欲的に取り組
む一方で、当該組織に属さない人の運動
不足の解消が課題となっている。平成28年
度改訂のスポーツ振興ビジョンをもとに、ま
ずは、運動へのきっかけを増やすための、
充実した情報提供に努める。
女性のスポーツ指導者育成支援、スポー
ツ団体における女性の参画拡大について
は、団体との関わりが深い丸亀市体育協
会に対し、性差なく取り組むよう、あらゆる
機会に指導・助言を行う。

スポーツ
推進課

A

・健やかまるがめ21フェスタなどの場で、喫煙や
飲酒に関する正しい情報を発信している。
・肺がん・喀たん検査対象者に個別禁煙教室を
案内。
・妊娠届出時に、禁煙の啓発と個別禁煙教室参
加者を募集。

○
継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが、正しい情報
を伝えることができている。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉えながら啓発
を行っている。

健康課

A

・写真やビデオ、体験談等を用いながら、知識だ
けでなく視覚や理性にも働きかける指導を行っ
ている。
・市の保健担当が学校に出向き、喫煙等の健康
被害に関する指導を行っている。

○

市の保健担当がゲスト・ティー
チャーとして授業に参加し、生活
習慣や喫煙等の健康被害に関
する指導を行った。視覚に訴える
指導が有効であった。

ア
引き続き、取組内容を工夫しながら実践す
る必要がある。

学校教
育課

【90】性差医療について
の知識の普及

市民の健康維持のためには、
性差に応じた的確な健康支援
が必要です。近年、日本でも
重要視され始めた性差医療
の情報をできるだけ早く市民
に提供し、男女で異なる罹患
状況などに対応した生活習慣
の改善や心身の健康保持に
役立てます。 A

・３月１日～８日の「女性の健康週間」にあわせ
て、男女共同参画情報紙『ゆめ』に、糖尿病予防
などの記事を掲載。
　《検診受診率》
　【乳がん（40歳以上の女性）】
　　　H23：24.8％／H24：25.9％／H25：27.6％
　　　H26：29.6％／H27：29.1％(1月末）
　　　　→数値目標　H28：40.0％
　【子宮がん（20歳以上の女性）】
　　　H23：24.9％／H24：26.5％／H25：28.8％
　　　H26：30.9％／H27：28.5％(1月末）
　　　　→数値目標　H28：40.0％
　【前立腺がん（40歳以上の男性）】
　　　H23：27.9％／H24：31.3％／H25：35.0％
　　　H26：36.6％／H27：36.4％
　　　　→数値目標　H28：40.0％

○

継続して啓発を行うことにより、
徐々にではあるが健康に関する
正しい知識を深めることができて
いる。検診受診率も徐々に増加
している。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉えながら啓発
を行っている。

健康課

【87】健康・体力づくりへ
の支援

健康的な食生活習慣の確立
や適切な運動習慣の普及な
ど、疾病予防のみならず、健
やかに年を重ねるための体力
づくりや心身の健康づくりへ
の支援を、各世代にあわせて
行います。

【89】健康をおびやかす
問題への対策

市民の健康を害するおそれの
ある喫煙や飲酒だけでなく、
精神的な悪影響をも及ぼす薬
物乱用やHIV／エイズ・性感
染症などの予防は、正確な情
報提供と積極的な啓発活動
が不可欠です。若年層への啓
発には、教育現場と協力して
推進していきます。
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説明 説明 説明
備考 担当課

（２）目標、施策に対する効果 （３）平成28年度以降の取り組み（予定）
事業 事業内容

（１）平成23年度～27年度取り組み実績（見込み）

施策（２）女性の生涯にわたる健康づくりへの支援
【91】思春期・成人期・更
年期・高齢期の健康づく
りへの支援

妊娠・出産・更年期など生涯
を通じて大きく変化する女性
の健康に対し、日頃からの健
康づくりや心身の健康につい
て的確に自己管理を行うこと
ができるように健康づくりを支
援します。

A

ライフステージごとに健康に関する正しい知識の
普及を図るため、各種健康教育を実施してい
る。また、各ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰでは個別の健康相談を
実施してをり、女性のみならず、市民の健康づく
りを支援している。

○
継続して取組むことにより安心し
て過ごせるように支援している。

ア
引き続き、あらゆる機会を捉えながら支援
していく。

健康課

施策（３）妊娠・出産等に関する健康支援
【92】妊娠から出産まで
の一貫した母子保健事
業の充実

地域において安心して安全に
子どもを産み育てることがで
きるように、支援体制を充実さ
せます。

A

・メンタルの話をするなど、赤ちゃんを迎える教室
の内容を充実させながら実施している。
・保健師、助産師、母子保健指導員などによる家
庭訪問を実施している。訪問時には産婦の心の
健康状態を的確に把握するよう努め、指導に生
かすようにしている。
・妊娠時にアンケートを実施するなどして、的確
な指導・相談ができるようにしている。

○
継続して取組むことにより妊娠か
ら出産まで安心して過ごせるよう
に支援している。

イ
子育て支援課との連携を強化し,より充実さ
せていく。

健康課

【93】性と生殖に関する
健康と権利の確立

子どもを産む・産まないに関
わらず、女性は妊娠や出産を
する可能性を持っています。
この性差による健康上の問題
を正しく理解できるように、学
習機会の充実を図り、知識の
普及を進めます。

C エ

健康課で
は実施しな
い。県や学
校などで取
組んでい
る。

健康課

A

・各学校で性教育指導計画を作成し、小学１年
から中学３年まで、学年の発達段階に応じた性
教育を実施している。
・宿泊学習前の小学５年女児に対して、発達段
階に応じた性教育を実施している。

◎

性教育指導計画に基づき、各校
で性に関する教育を行った。
国際ソロプチミスト丸亀からの生
理用品の提供は、5年女児の指
導の際に非常に有益であった。

ア
性に関する教育は、家庭での教育も重要
であることから、家庭への啓発に取り組む
必要がある。

学校教
育課

A

修学前児童は男女の身体的機能の違いに初め
て気づく段階なので、そうした時の子どもの疑問
やなぜ？を捉えた適切な対応の仕方や、命の大
切さや誕生のしくみを学び自尊感情を育てる保
育について、園内研修などを実施している。

○

日々の保育を振り返ることで、子
どもの発達段階に応じた適切な
対応についての理解が深まって
いる。

ア 引き続き、園内研修等を実施していく。
幼保運
営課

B エ
男女共同参画室が行う教職員を対象とし
た研修では、取り上げるのが難しいテーマ
である。

男女共
同参画
室

【94】性に関する教育の
充実

児童・生徒が発達段階に応じ
て適切な行動が取れるよう
に、性や性感染症等に関する
正しい知識を教えられる教育
現場等のスタッフ研修を充実
させます。

36


